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はじめに 

 

前橋工科大学は、1997（平成 9）年 4月、建設工

学科、建築学科、情報工学科の 3 学科からなる昼

夜開講制を採用した 4 年制工学部単科大学として

発足した。学部の完成年度に当たる 2001（平成 13）

年 4 月、学部に対応した建設工学専攻、建築学専

攻及びシステム情報工学専攻からなる昼夜開講制

の大学院博士前期課程（修士課程）を設け、教育・

研究の充実を図った。ついで、修士課程の完成年

度である 2003（平成 15）年 4月には、前期課程 3

専攻を学際的に融合し、分野間の教育・研究の協

力をより容易にすべく、環境・情報工学専攻の博

士後期課程（博士課程）を開設した。このように、

組織を断続的に拡充し、教育の質の向上と専門化

に対応し、研究の活性化と高度化を実現できる工

科系の教育・研究機関としての体制を整えた。さ

らに 2007（平成 19）年 4月、市民の生命と健康の

増進、安全で安心できる環境の形成、豊かな文化

の発展を目指し、学科を拡充改編した。環境・デザ

イン系では社会環境工学科（旧建設工学科）、建築

学科に加え、社会人教育にも対応するため主に夜

間に開講する総合デザイン工学科を新設した。ま

た、生命・情報系では、以前の情報工学科を生命情

報学科、システム生体工学科に再編し、新たに生

物工学科を設けた。大学院もこのことに対応して、

2011（平成 23）年 4月に建設工学専攻、建築学専

攻、生命情報学専攻、システム生体工学専攻及び

生物工学専攻の５専攻の博士前期課程（修士課程）

を設置し、2013（平成 25）年 4月に博士後期課程

（博士課程）として環境・生命工学専攻を開設し、

教育研究の一層の充実を目指している。さらに

2013（平成 25）年 4月には、組織や業務の公共性

及び公益性を確保しながらも、より大学の自主性

や自律性を高め、柔軟かつ効果的な大学運営を図

るため、公立大学法人に移行した。法人化を契機

に、魅力ある大学づくりを進め、教育及び研究の

発展はもちろん、前橋市の地域活性化と産業振興 

 

 

にもこれまで以上に貢献できる存在となることを

目指している。2022（令和 4）年 4月には、６学科

で培ってきた専門性を生かしつつ、学修の幅を広

げる教育を実施するとともに、時代の変化に応じ

た迅速かつ柔軟な教育プログラムを提供するため、

６学科を建築・都市・環境工学群と情報・生命工学

群の２学群（学科相当）に再編した。 

本学は、全国的にも数少ない公立の工学部単科

大学として、地域の人々や、産業界、各大学と連携

し、地域の発展に貢献しており、特に他大学との

連携については、群馬県内の公立３大学（群馬県

立女子大学・群馬県立県民健康科学大学・高崎経

済大学）との教育・研究の連携及び単位互換を行

っており、産業界等との連携については、前橋商

工会議所及び群馬大学との科学技術振興及び地域

文化発展のための連携を行っている。国際的には、

タイ王国のカセサート大学工学部、ベトナムのダ

ナン工科大学及びフィリピンのデ・ラサール大学

と教育・研究の相互交流に関する協定を結び、学

生の交流を実施している。 

 なお、学校教育法に基づき、2009（平成 21）年

度に大学評価・学位授与機構、2016（平成 28）年

度に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、

2022（令和 4 年）年度に大学教育質保証・評価セ

ンターによる大学機関別認証評価を受審し、大学

評価基準を満たしていると認定されている。 

 この点検評価ポートフォリオは、全学的に自己

点検を行い、評価・改善委員会において取りまと

めた結果である。点検評価を行う中で、改善を要

する点として挙がった項目については、今後改善

を行うことにより、本学の理念である「自然と人

との共生ならびに持続可能な循環型社会の構築」

の実現に努めていく所存である。 
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 大学の概要  

（１）大学名 

   前橋工科大学 

 

（２）所在地 

   群馬県前橋市上佐鳥町 460番地 1 

 

（３）学部等の構成 

   学部：工学部 

   研究科：工学研究科 

   その他の組織：基礎教育センター、教職センター、キャリアセンター、地域連携推進センター、 

          図書・情報センター、附属図書館、ソーシャルデザイン研究センター、 

バイオサイエンス研究センター 

 

（４）学生数及び教職員数【2026（令和 8）年 5月 1日現在】 

   学生：学部 1,218人、大学院 141人 

   教員：69人 

   職員：50人 

 

（５）理念と特徴 

   １ 大学の理念 

自然と人との共生ならびに持続可能な循環型社会の構築に貢献する知的基盤の創造を推進す

ることによって、文化的で健康な市民生活の実現に寄与し、地域と社会の発展と福祉に貢献する

工学を追求する。 

   ２ 大学の目的 

工学が市民生活と密接に関連した学問分野であることを踏まえた教育・研究を推進し、社会の

安全・安心とエネルギー・環境をはじめとする２１世紀の人類が直面する様々な課題の解決に

取り組み、その成果を地域と社会に還元し、社会の発展と福祉に貢献することを目的とする。 

   ３ 大学の目標 

知の融合と集積を図り、これを継承・伝承して、人間性および創造性豊かな技術者を育成する

とともに、市民生活を豊かにする研究を展開して、活気に満ちた地域社会構築の一翼を担う知

的創造拠点としての役割を果たす。 
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公立大学法人前橋工科大学　組織図
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（６）大学組織図  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学は、教育研究上の基本となる組織として１学部・１研究科を設置しており、附属機関として附属

図書館、図書・情報センター、基礎教育センター、教職センター、キャリアセンター、ソーシャルデザ

イン研究センター、バイオサイエンス研究センター及び地域連携推進センターを設置している。  
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（７）内部質保証体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本学では、教育研究水準の向上を図り、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価並びに改善

を行う組織として、学長を委員長とした「評価・改善委員会」を設置している。 

教育研究活動等の状況については、毎年度自己点検評価を実施し、結果を公表するとともに、改善を

要する事項については、その対応を行っている。自己点検評価に当たっては常置委員会や部局等で自己

点検及び自己評価を行い、取りまとめられた実績等について「評価・改善委員会」において総括的に点

検及び評価を行うことにより、当該委員会が全学的な内部質保証の中心としての役割を担っている。 

 また、中期計画を達成するため、各事業年度の業務実績について常置委員会や部局等で自己点検及び

自己評価を行い、取りまとめられた実績等について「評価・改善委員会」において総括的に点検及び評

価を行うことにより、全学的に管理を行っている。業務実績については、前橋市公立大学法人評価委員

会の評価を受け、指摘事項については業務運営への反映等を行い、教育の質の保証・向上に努めてい

る。  

教育研究審議会 

評価・改善委員会 

≪所轄事項≫ 

◯中期計画の達成度に係る評価 

◯教育研究活動等の質保証及び活性化についての評価・改善 

◯社会に対する教育研究活動等の状況の説明についての評

価・改善 

◯認証評価に関すること。 

報告 意見 

評価・改善委員会 

専門部会 

◯入試検証・改善専門部会 

◯教育成果検証・改善専門部会 

◯カリキュラム・シラバス検証・改善専

門部会 

◯学生・学習支援システム専門部会 

◯常置委員会 

◯キャリアセンター運営委員会 

報告 

部局等 

◯工学部：建築・都市・環境工学群、情報・

生命工学群、社会環境工学科、建築学科、

生命情報学科、システム生体工学科、生

物工学科、総合デザイン工学科 

◯工学研究科：建設工学専攻、建築学専攻、

生命情報学専攻、システム生体工学専

攻、生物工学専攻、環境・生命工学専攻

（前期）、環境・生命工学専攻（後期） 

◯事務局 

専門的事項の検討指示 報告 改善指示 

前

橋

市

公

立

大

学

法

人

評

価

委

員

会 

認

証

評

価

機

関 

法人評価 大学評価 
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 大学の目的   

（１）前橋工科大学学則 

（目的及び使命） 

第１条 前橋工科大学は、科学技術に関する広い知識と専門の学術を深く教授研究し、人間性及び創造

性豊かな技術者を育成することを目的とし、もって地域市民の生活と文化の向上に寄与するとともに

人類の福祉に貢献することを使命とする。 

 

（２）前橋工科大学大学院学則 

（目的） 

第１条 前橋工科大学大学院は、専攻分野に関する専門的な学術の理論及び応用を教授することによ

り、その深奥をきわめて、豊かな学識と高度な研究開発能力を兼ね備えた有為な人材を育成するとと

もに、学術文化の向上と地域社会の発展に寄与することを目的とする。 
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Ⅰ「基準１ 法令適合性の保証」に関する点検評価資料 
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 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること （①大学）          
（１）自己点検・評価の実施状況  
１）教育研究上の目的 

学校教育法第 83 条の趣旨に基づき、大学の目的及び使命

を学則第１条に定め、教育研究上の基本組織として工学部を

設置している。大学設置基準第２条を踏まえ、学部の人材育

成上の目的を学則第４条に定めている。 

また、2008（平成 20）年に大学の理念・目的・目標を定め、

実現のための教育研究活動に取り組んでいる。 

 

２）学部の組織 

学則第１条の目的を達成するため、学則第３条において、学

部として工学部を設置している。 

学科としては、2007（平成 19）年 4 月から社会環境工学科、

建築学科、生命情報学科、システム生体工学科、生物工学科

及び総合デザイン工学科の 6 学科を設置し、総合デザイン工

学科は、主に夜間及び土曜日に授業を行う夜間主開講として

いる。 

また、2022（令和４）年４月からの学科再編により、新たに 2

学群（建築・都市・環境工学群及び情報・生命工学群）を設置

し、これまでの 6 学科で培ってきた専門性を生かしつつ、学修

の幅を広げる教育を実施するとともに、時代の変化に応じた迅

速かつ柔軟な教育プログラムを提供している。 

 

３）教養教育を行う組織 

教養教育を担う教養科目については、履修規程別表におい

て、人文・社会科学科目、保健体育科目、外国語科目及び自

然科学科目の４つの区分を定め、教養基礎科目として、専任

教員及び非常勤講師が担当している。 

基礎教育科目を編成し、実施する基本組織として、基礎教

育センターを設置している。基礎教育に関する重要な事項に

ついては、基礎教育センター運営会議を設置し、審議を行っ

ている。また、基礎教育に関する教育活動を円滑かつ有効に

実施するため、カリキュラムの作成・実施や、ＦＤ活動の実施、

予算案の作成については、基礎教育センター協議会で協議を

行っている。 

 

４）収容定員 

入学定員及び収容定員は、学則第３条に定めている。学科

再編後の入学者数については、すべての学群において入学 

定員を満たしている。また、恒常的ではないが、一部の学群で

は入学定員充足率が 1.15 を超える年度もあった。 

また、2026（令和 8）年度入学者選抜については、これまで

の学群入試の課題を踏まえ、プログラム入試を実施した。プロ

グラム毎に志願者のバラツキはあったものの、学群において入

学定員を満たしている。 

 

入学定員、編入学定員、収容定員、学生数 

（2026（令和 8）年 5月 1日現在 単位：人） 

＜学群＞ 

学群名 
入学 

定員 

編入学 

定員 

収容 

定員 
学生数 

建築・都市・環境

工学群 

132 3年次 3 534 594 

情報・生命工学

群 

132 3年次 3 534 610 

合計 264      6 1068 1204 

※2022（令和４）年度入学者から学生募集を開始 

＜学科＞ 

学科名 
入学 

定員 

編入学 

定員 

収容 

定員 
学生数 

社会環境工学科 47 - 188 3 

建築学科 51 - 204 1 

生命情報学科 43 - 172 6 

ｼｽﾃﾑ生体工学科 43 - 172 2 

生物工学科 43 - 172 0 

総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科 40 
2年次 1 

3年次 1 
165 2 

合 計 267 2 1,073 14 

※2021（令和３）年度入学者をもって学生募集を停止 

 

５）名称 

学部等の名称は、教育研究上及び人材育成上の目的に鑑

みて、適当である。 

なお、2022（令和４）年度からの学科再編により、新たに設置

する２学群については、学外からも分かりやすい名称を検討し

た。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 大学の理念・目的・目標を定め、教育研究活動に取り組んでいる。 

改善を要する点  
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料（リンク） 

教育基本法 

① 

第七条（大学） 
 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新
たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するも
のとする。 
２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されな
ければならない。 

前橋工科大学学則 

第１条（目的及び使命） 

 学校教育法 

② 

第八十三条 
 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知
的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供すること
により、社会の発展に寄与するものとする。 

前橋工科大学学則 

第１条（目的及び使命） 

 大学設置基準 

③ 
第二条（教育研究上の目的） 
 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を
学則等に定めるものとする。 

前橋工科大学学則 

第４条（工学部の目的） 

④ 

第三条（学部） 
 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模
内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとす
る。 

前橋工科大学学則 

第３条（学部、学科及び学生
定員） 
認証評価共通基礎データ 

⑤ 
第四条（学科） 
 学部には、専攻により学科を設ける。 
２ 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。 

前橋工科大学学則 

第３条（学部、学科及び学生
定員） 

⑥ 
第五条（課程） 
 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代え
て学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 

 

⑦ 

第十八条 
 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合にお
いて、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十八
条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学
定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。 
２ 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総
合的に考慮して定めるものとする。 

３ 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正
に管理するものとする。 

前橋工科大学学則 

第３条（学部、学科及び学生
定員） 

※ 入学定員の超過率については、平成十五年文部科学省告示第四十五号、平成二十七年文部科
学省告示第百五十四号を参考とすること 

⑧ 
第四十条の四（大学等の名称） 
 大学、学部及び学科（以下「大学等」という。）の名称は、大学等として適当であるとともに、
当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

前橋工科大学学則 

第３条（学部、学科及び学生
定員）   
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 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること （②大学院）         
（１）自己点検・評価の実施状況 
１）教育研究上の目的 

学校教育法第 99 条及び大学院設置基準第１条の２に基づ

き、大学院の目的を大学院学則第１条に定め、教育研究上の

基本組織として工学研究科を設置している。また、博士前期課

程及び博士後期課程の目的を大学院学則第４条及び第５条

にそれぞれ定めている。 

 

２）大学院の組織 

大学院学則第１条の目的を達成するため、大学院学則第６

条において、工学研究科を設置している。工学研究科博士前

期課程には建設工学専攻、建築学専攻、生命情報学専攻、シ

ステム生体工学専攻及び生物工学専攻の５専攻を設置してい

る。また、博士後期課程には、環境・生命工学専攻の１専攻を

設置している。各専攻で教育理念を定め、教育研究活動に取

り組んでいる。 

また、博士前期課程は 2026（令和８）年４月からの大学院再

編により、新たに環境・生命工学専攻を設置し、１専攻による分

野を横断した学びを提供する予定である。 

 

３）収容定員 

2026（令和 8）年度入学者選抜から、博士前期課程を１専攻

５コースに再編し、収容定員は、大学院学則第６条に定めてい

る。2026（令和 8）年度入試においては、入学定員を充足して

いる。引き続き、入学定員確保のため、大学院進学希望者に

対する個別相談会や学部生向けの大学院ガイダンスなど、入

学定員充足のための取組を行っていく。 

 

各専攻の入学定員、収容定員、学生数 

（2026（令和 8）年 5月 1日現在 単位：人） 

専攻名 
入学 

定員 

収容 

定員 
学生数 

環境・生命工学専攻（Ｍ） 50 100 74 

環境・生命工学専攻（Ｄ） 4 12 11 

合 計 54 112 85 

※ Ｍ（Ｍaster）は博士前期課程、Ｄ（Ｄoctor）は博士後期課

程 

 

専攻名 
入学 

定員 

収容 

定員 
学生数 

建設工学専攻（Ｍ） 10 20 14 

建築学専攻（Ｍ） 12 24 14 

生命情報学専攻（Ｍ） 10 20 8 

ｼｽﾃﾑ生体工学専攻（Ｍ） 10 20 9 

生物工学専攻（Ｍ） 6 12 11 

合 計 48 96 56 

※2025（令和 7）年度入学者をもって学生募集を停止 

 

４）名称 

研究科等の名称は、教育研究上及び人材育成上の目的に

鑑みて、適当である。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 大学の理念・目的・目標を定め、教育研究活動に取り組んでいる。 

改善を要する点 一部の専攻では、入学定員を満たさない年度があることから、改善する必要がある。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第九十九条 
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求め

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的
とする。 
② 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担う
ための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第１条（目的） 

 大学院設置基準 

② 
第一条の二（教育研究上の目的） 
 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学
則等に定めるものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第１条（目的） 

③ 

第二条（大学院の課程） 
 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程（学校教育法第九十九条第
二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）とする。 
２ 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はその
いずれかを置くものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第３条（課程） 
 第６条（研究科の定員等） 

④ 

第三条（修士課程） 
 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加
えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 
２ 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる
場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超え
るものとすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して
教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の
時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない
ときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の
期間とすることができる。 

前橋工科大学大学院学則 
 第３条（課程） 
 第４条（博士前期課程の目
的） 
 第６条（研究科の定員等） 
 第７条（標準修業年限及び在
学年限） 

⑤ 

第四条（博士課程） 
 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度
に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと
を目的とする。 
２ 博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる
場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、五年を超え
るものとすることができる。 

３ 博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないもの
とする。ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必
要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程に
ついては二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。 

４ 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、こ
れを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとし
た前期の課程についても、同様とする。 

５ 第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、第三項に
規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程
の標準修業年限は、三年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、
研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとす
ることができる。 

前橋工科大学大学院学則 
 第３条（課程） 
 第５条（博士後期課程の目
的） 
 第６条（研究科の定員等） 
 第７条（標準修業年限及び在
学年限） 

⑥ 

第五条（研究科） 
 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類
及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を
有すると認められるものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第６条（研究科の定員等） 
 第４１条（職員） 

⑦ 

第六条（専攻） 
 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とす
る。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。 
２ 前期及び後期の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合に
は、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第６条（研究科の定員等） 

⑧ 

第十条（収容定員） 
 収容定員は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、
課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。 
２ 前項の場合において、第四十五条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設ける
ときは、これに係る収容定員を明示するものとする。 

３ 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づ
き適正に管理するものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第６条（研究科の定員等） 

⑨ 
第二十二条の四（研究科等の名称） 
 研究科及び専攻（以下「研究科等」という。）の名称は、研究科等として適当であるとともに、
当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第６条（研究科の定員等） 
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 ロ 教員組織に関すること （①大学）                       
（１）自己点検・評価の実施状況 
１）教員組織 

学部では、学士（工学）の学位を授与している。学士課程の

教育を担う教員はそれぞれの学群及び学科を担当し、教養基

礎科目を担当する教員は、基礎教育センターを担当し、教職

課程の教育を担う教員は教職センターを担当している。 

学則第 42 条第 2 項及び前橋工科大学副学長等に関する

規程に基づき、教育の充実及び活性化に係る学長の職務を

補佐する副学長（教育・企画担当）、研究の充実及び活性化

並びに地域貢献に係る学長の職務を補佐する副学長（研究・

地域貢献担当）の２人を任命している。 

なお、副学長（教育・企画担当）は、工学部長を兼務してい

る。その他図書・情報センター長、地域連携推進センター長、

基礎教育センター長、教職センター長、キャリアセンター長、

学生部長、入試部長、教務部長、学群長、教育プログラムリー

ダ―を管理職として学長が任命している。 

 

２）基幹教員数 

2026（令和 8）年 5 月 1 日現在の建築・都市・環境工学群、

情報・生命工学群、基礎教育センター及び教職センターを担

当する基幹教員数は、69 人（別表共通基礎データのとおり）と

なっていることから、大学設置基準に照らして必要な教員数及

び教授数を満たしている。 

 

３）教員の構成 

教員の年齢構成は、25 歳以上 40 歳未満の教員が 9 人

（13.04%）、40 歳以上 50 歳未満の教員が 13 人（18.84%）、50

歳以上 68 歳未満の教員が 47 人（68.12%）となっている。40 歳

未満の教員の比率が低く、50 歳以上の教員の比率が高い状

況となっていることから、若い教員を採用し、年齢構成の適正

化を図るなど、改善を図っていく必要がある。 

性別の割合については、男性教員が 61 人（88.4%）、女性教

員が 8 人（11.6%）となっている。他大学の工学部と同様に

女性教員の比率が低い状況となっているが、多様な人材の

確保、女性学生への支援などの観点から、今後改善を図っ

ていく必要がある。 

 

４）教員の選考 

教員の採用等は、公立大学法人前橋工科大学教員採用及

び昇任規程及び公立大学法人前橋工科大学教員の採用等 

の選考に関する細則に定めている。採用に当たっては、公募

を原則とするものとし、学長が設置する教員審査委員会におい

て審査を行っている。 

 

５）授業科目の担当 

2022（令和 4）年度の学科再編に際して編成されたカリキュ

ラムでは学生に学位を取得させるに当たり、当該学位のレベル

と分野に応じて達成すべき能力を育成するために必要な科目

群である主要授業科目を 247科目定めており、基幹教員担当

率は 100.0％となっている。 

（参考）科目区分別主要授業科目の基幹教員担当率 

【教養基礎科目】100.0％ 

【専門科目（建築・都市・環境工学群）】100.0％ 

【専門科目（情報・生命工学群）】100.0％ 

なお、主要授業科目以外の科目についても、その分野に精通

した非常勤講師が担当することで専門性の高さを担保してい

る。 

 

６）教授会 

学則第 45 条の規定に基づき、教授会を設置し、毎月１回

（第３水曜日）の定例会議のほか、必要に応じて臨時会議を開

催している。教授会では、学生の入学、卒業及び課程の修

了、学位の授与その他教育研究に関する重要な事項につい

て意見を確認するとともに、必要に応じて教育研究に関する事

項について審議を行っている。 

 

７）教員人事評価 

教員の人材育成、職務遂行及び能力開発を図る指標として

の活用、勤務意欲の向上等を目的として 2014（平成 26）年度

から教員人事評価を行っている。 

教員人事評価は、教育、研究、地域貢献及び管理運営を総

合的に評価する仕組みとなっている。 

教員人事評価で高い評価を受け、顕著な活動実績を有す

る教員に対し、勤務意欲の向上のため、2021（令和３）年度か

ら学長賞（教員活動表彰）を創設し、表彰を行っている。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
・教育上必要と認める科目については、専任教員が実施している。 

・2014（平成 26）年度から教員人事評価を導入し、総合的な評価を行っている。 

改善を要する点 若い教員及び女性教員が少ないため、段階的に改善を図る必要がある。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第九十三条 
 大学に、教授会を置く。 
② 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

一 学生の入学、卒業及び課程の修了 
二 学位の授与 
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ
とが必要なものとして学長が定めるもの 

③ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の
長（以下この項において「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審
議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

④ 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。 

前橋工科大学学則 

第４５条（教授会） 
前橋工科大学教授会規程 
 

 大学設置基準 

② 

第七条（教育研究実施組織等） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分
野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 
２ 省略 
３ 省略 
４ 省略 
５ 省略 
６ 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の
範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 

７ 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な
教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育
に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、そ
の校地が隣接している場合は、この限りでない。 

 

※ 教員の職務・資格等については、学校教育法第九十二条、大学設置基準第十三条・第十四
条・第十五条・第十六条・第十七条を参照すること 

③ 

第八条（授業科目の担当） 
 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）については原
則として基幹教員（教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員（助手を除く。）
であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの（専ら当該大学の教育研究
に従事するものに限る。）又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を
担当するものをいう。以下同じ。）に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教
員に担当させるものとする。 
２ 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させ
るものとする。 

３ 大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大
学が定める者（以下「指導補助者」という。）に補助させることができ、また、十分な教育効
果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基
づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。 

 

④ 

第十条（基幹教員数） 
 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定
める基幹教員の数（共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を
一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる
当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程
を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数と
する。）と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上と
する。 

 

※ 基幹教員の数については、大学設置基準別表第一・別表第二を参照すること 

 

③及び④については、以下の省令により従前の例によることができる。 
大学設置基準等の一部を改正する省令（令和 4年 9 月 30 日文部科学省令第 34号） 
附則 第四条 
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による
ことができる。 
一この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定 
（以下省略）   
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 ロ 教員組織に関すること （②大学院）                      

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）教員組織 

大学院では、修士（工学）、修士（生物工学）及び博士（工

学）の学位を授与している。学部の教員が大学院を兼務し、授

業及び研究指導を行っている。大学院の教育研究を担当する

教員については、前橋工科大学大学院工学研究科担当教員

資格審査規程に基づき、毎年度、審査を行っている。 

副学長（研究・地域貢献担当）が工学研究科長を兼務し、大

学院教育において組織的な連携体制を整え、円滑な運営を

行っている。 

 

２）教員数 

2026（令和 8）年５月１日時点の博士前期課程を担当する研

究指導教員は 55 人、研究指導補助教員は 5 人となっており、

博士後期課程を担当する研究指導教員は 42 人、研究指導補

助教員は 13人となっていることから、大学院設置基準に照らし

て必要な教員数等を確保することができている。 

学部の教員が大学院を兼務していることから、教員の構成

については学部と同様の課題がある。 

 

３）教員の選考 

学部の教員が大学院を兼務していることから、学部教員の

採用時に前橋工科大学大学院工学研究科担当教員資格審

査規程に基づき、大学院の指導審査資格を確認している。 

研究指導教員の資格基準について、博士前期課程を担当

する研究指導教員となることができる者は、次の(1)～(2)のいず

れにも該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度な教

育と研究の指導能力があると認められる者で、教授又は准教

授の資格を有するものとしている。 

(1) 学部卒業後３年以上の研究歴若しくは教育歴又はこれに

相当する研究歴若しくは教育歴を有し、かつ、研究及び教育

の指導についての十分な能力を有すること。 

(2) 当該研究分野において、次のいずれかに該当する研究業

績を有すること。 

ア 最近５年間に３編以上の研究論文があり、かつ、合計８編

以上の研究論文が公表されていること。 

イ 最近５年間で１編以上の研究論文があり、かつ、合計１０編

以上の研究論文が公表されていること。 

ウ 権威ある賞を受けるなどア又はイに相当する研究業績を有

すること。 

博士後期課程を担当する研究指導教員となることができる

者は、次の(1)～(3)のいずれにも該当し、かつ、その担当する

専門分野に関し、極めて高度な教育と研究の指導能力がある

と認められる者で、教授又は准教授の資格を有するものとして

いる。 

(1) 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学

位を含む。）を有すること。 

(2) 学部卒業後７年以上の研究歴若しくは教育歴又はこれに

相当する研究歴若しくは教育歴を有し、かつ、研究及び教育

の指導についての十分な能力を有すること。 

(3) 当該研究分野において、次のいずれかに該当する研究業

績を有すること。 

ア 最近５年間で５編以上の優れた研究論文があり、かつ、合

計１５編以上の研究論文が公表されていること。 

イ 最近５年間で２編以上の研究論文があり、かつ、合計２０編

以上の研究論文が公表されていること。 

ウ 権威ある賞を受けるなどア又はイに相当する研究業績を有

すること。 

研究指導教員の資格審査については、資格審査委員会を

設置して、当該研究指導教員の教育研究分野に配慮の上、行

っている。 

 

４）工学研究科会議 

大学院学則第 43 条の規定に基づき、工学研究科会議を設

置し、毎月１回（毎月第３水曜日）の定例会議のほか、必要に

応じて臨時会議を開催している。工学研究科会議では、学生

の入学及び課程の修了、学位の授与その他教育研究に関す

る重要な事項について意見を聴いている。 

 

５）教員の指導能力の評価 

教員人事評価では、大学院教育に関する項目を設け、大学 

院での指導状況についても人事評価に反映している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 大学院設置基準に照らして必要な教員数を上回って教員を配置している。 

改善を要する点 学部の教員構成と同様に、若い教員及び女性教員が少ないため、段階的に改善を図る必要がある。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学院設置基準 

① 

第八条（教育研究実施組織等） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学
位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するも
のとする。 
２ 省略 
３ 省略 
４ 省略 
５ 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを
兼ねることができる。 

６ 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科
における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。 

７ 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定
の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 

８ 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要
な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教
育に支障のないよう、原則として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとす
る。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。 

前橋工科大学大学院学則 
 第４１条（職員） 
 第４２条（工学研究科長等） 
第４３条（工学研究科会議） 

前橋工科大学大学院工学研究
科会議規程 
前橋工科大学大学院工学研究
科担当教員資格審査規程 

公立大学法人前橋工科大学組
織規則 

公立大学法人前橋工科大学教
員採用及び昇任規程 
公立大学法人前橋工科大学教
員の採用等の選考に関する細
則 
大学概要 
 教職員組織 
認証評価共通基礎データ ※ 教員の職務・資格等については、学校教育法第九十二条を参照すること 

② 

第九条（教育研究実施組織等） 
 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻
ごと（工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては、当該研究科以外の基本組織、第三十
条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施
基本組織）に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 
一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関
し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 
イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 
ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者 
ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関
し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 
イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者 
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 
ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

２ 博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。）を担当す
る教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教
員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。 

（同上） 

※ 専攻ごとに置くものとする教員の数については、平成十一年文部省告示第百七十五号を参
照すること 

③ 

第九条の二（一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織） 
 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専
攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数（以下「一定規模数」と
いう。）以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超え
る部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八
号）第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員とする。 

（該当しない。） 

※ 一個の専攻当たりの入学定員の一定の数（「一定規模数」）については、平成十一年文部省告
示第百七十六号を参照すること   
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 ハ 教育課程に関すること （①大学）                       
（１）自己点検・評価の実施状況 
１）入学者選抜の実施状況について 

学士課程の入学者選抜については、アドミッション・ポリシー

に沿って、学力検査のほか小論文、面接などを組み合わせた

方法により、一般入試及び特別入試を行っている。前橋工科

大学入学者選考規程で入試に係る諸事項を定め、同規程に

基づいて適正に実施している。 

なお、2025（令和 7）年度入学者選抜より、学校推薦型選抜

（前橋市 高大接続型）を開始し、2026（令和 8）年度入学者選

抜では、学校推薦型選抜（高大接続型）により前橋市内の高

校を対象に拡大した。 

 

２）教育課程の編成・授業の実施等 

ディプロマ・ポリシーに基づき、カリキュラムが体系的に編成

されていることの確認を行うため、教育方針と科目編成の対応

一覧表を作成している。なお、2022（令和 4）年度の学科再編

に伴う教育課程の編成にあっては、時代の変化に即した科目

編成としている。 

具体的には、学生が専門分野を学ぶ上で基盤となる知識を

身に付けるための取組として、全学共通の必修科目となる「工

学基礎科目」及び専門分野を含む幅広い知識を横断的に学

ぶための取り組みとして、学群ごとに「学群共通科目」を新たに

科目区分として定めた。その上で、異なる分野の６教育プログ

ラムを有する本学の特性を活かし、他教育プログラム・他学群

の専門科目を履修できる制度を設けている。また、県内公立４

大学で単位互換協定を結び、学生が無償で他大学の科目を

履修することができる環境を整えているが、大学間の移動時間

が障害となり、制度利用状況が少ないことが課題である。 

さらに、本学大学院に進学を希望する学業成績優秀な学部

４年生に対して、本学大学院博士前期課程の授業科目を履修

する機会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との連携

を図ることを目的として、令和３年度から大学院科目の早期履

修制度を導入している。 

授業の実施にあっては、教育目標とする能力を効果的に教

授できるよう考慮しており、形態別に、講義 248 科目、演習 24

科目及び実習・演習 39 科目の構成で実施している（演習科目

と実習・演習科目の両方で集計している科目がある。）。各講

義は、15 週＋試験１回で構成し、各回の授業内容をシラバス

に記載している。このシラバスは、スマートフォンからも閲覧す

ることができ、履修登録や授業前など、適宜、学生が参照する 

ことができるようにしている。 

 

３）成績評価基準 

成績評価基準については、前橋工科大学履修規程に定

め、学生便覧に掲載するとともに、大学ホームページに掲載

し、公表しているほか、シラバスに各科目の評価方法を掲載

し、学生に周知している。 

また、学生は、公表された成績評価基準又は評価方法に照

らし、自身の成績評価に疑義があるときは、成績評価に関する

異議申立て制度により、大学側に確認を求めることができる。

申立てを受けた担当教員から提出された回答書を教務部長が

確認し、学長の承認後、当該学生に回答する手続となる。学生

の異議に対し、大学として第三者の視点で確認を行うことで、

成績評価が適正に行われる仕組みを構築している。 

 

４）卒業認定基準 

卒業要件については、前橋工科大学履修規程に定め、学

生便覧に掲載するとともに、大学ホームページに掲載し、公表

している。 

卒業認定に際しては、ディプロマ・ポリシーに定める能力を

修得しているかを総合的に判断するため、卒業研究を必修科

目としている。指導教員のもとで４年間の学修成果として仕上

げた論文を卒業論文発表会で発表し、複数の教員が専門技

術者として必要な能力の最終評価を行った上で、教務委員会

において卒業要件を満たしていることを確認し、教授会での卒

業判定を経て、学長が卒業を認定した者に対し学位を授与し

ている。 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
成績評価基準及び卒業認定基準を定め、学生便覧に掲載するとともに、大学ホームページに掲載し、学生へ

の周知を図っている。 

改善を要する点 
他大学との単位互換制度では、オンラインによる授業方法を活用するなど、制度が有効に機能するよう見直し

が必要である。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第二条の二（入学者選抜） 
 入学者の選抜は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十五条の二
第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整
えて行うものとする。 

前橋工科大学学則 

第２１条（入学資格） 
第２２条（入学の出願） 
第２３条（入学者の選考） 

大学入試要項 
前橋工科大学入学者選考規程 

前橋工科大学入試委員会規程 

※ 大学に入学できる者の資格については、学校教育法第九十条を参照すること 

② 

第十九条（教育課程の編成方針） 
 大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める
方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するととも
に、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮し
なければならない。 

３ 大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力
を有する教員を置く場合であつて、当該教員が一年につき六単位以上の授業科目を担当する
場合には、大学は、当該教員が教育課程の編成について責任を担うこととするよう努めるも
のとする。 

前橋工科大学学則 

第９条（授業科目の区分） 
第１０条（科目名、単位数等） 

前橋工科大学学位規程 

前橋工科大学履修規程 

工学部シラバス 

※ 学位規程については、学位規則第十三条を参照すること 

③ 
第二十条（教育課程の編成方法） 
 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当し
て編成するものとする。 

（同上） 

④ 

第二十一条（単位） 
 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 
２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする
内容をもつて構成することを標準とし、第二十五条第一項に規定する授業の方法に応じ、当
該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十
五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものと
する。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める
時間の授業をもつて一単位とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これ
らの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要
な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

前橋工科大学学則 

 第１４条（単位の計算方法） 
 第１５条（単位の授与） 
前橋工科大学履修規程 

工学部シラバス 
年間予定表（学年歴） 

⑤ 
第二十二条（一年間の授業時間） 
 一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。 

（同上） 

⑥ 
第二十三条（各授業科目の授業時間） 
 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その
他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（同上） 

⑦ 

第二十五条（授業の方法） 
 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行
うものとする。 
２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度
に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多
様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい
ても、同様とする。 

４ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属
施設以外の場所で行うことができる。 

（同上） 
前橋工科大学学則 

 第１３条（授業計画及び成績
評価等） 

⑧ 

第二十五条の二（成績評価基準等の明示等） 
 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示す
るものとする。 
２ 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保す
るため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切
に行うものとする。 

前橋工科大学学則 

 第１３条（授業計画及び成績
評価等） 
 第１５条（単位の授与） 
第１９条（学習の評価） 
第２９条（卒業の要件） 

前橋工科大学履修規程 

 第１３条（学習の評価） 
工学部シラバス 

※ 卒業の要件については、大学設置基準第三十二条、学校教育法施行規則第百四十七条を参照
すること 

⑨ 
第二十七条（単位の授与） 
 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法に
より学修の成果を評価して単位を与えるものとする。 

（同上） 

⑩ 

第二十七条の二（履修科目の登録の上限） 
 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が
修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる
単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 
２ 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生につい
ては、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

前橋工科大学学則 

 第１１条（履修科目の申請） 
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 ハ 教育課程に関すること （②大学院）                      

（１）自己点検・評価の実施状況 
1）入学者選抜 

大学院の入学者選抜は、アドミッション・ポリシーに沿って、

筆記試験、口頭試問、面接などにより、年に複数回の入試を

行っている。前橋工科大学入学者選考規程で入試に係る諸事

項を定め、入学者選抜は、同規程に基づいて適正に実施して

いる。 

 

２）教育課程の編成・授業等 

豊かな創造性と主体性、各分野のリーダーとしての素養、専

門的知識を駆使して地域社会に貢献できる能力の涵養を目的

としてカリキュラムを編成している。 

博士前期課程及び後期課程における論文の作成指導にあ

っては、初年次からの研究指導計画書を学生便覧にも掲載し

学生に示されており、計画に沿って、指導教員による丁寧な指

導を行っている。また、研究指導計画では、年度末に学内一

般公開で開催される分野横断型工学研究シンポジウムへの参

加又は発表をそれぞれの年次で義務付けており、本学の特徴

である幅広い研究分野に横断的に触れる機会となっているほ

か、学生が自らの研究成果を専門家のみならず、一般にわか

りやすく説明し得る技術を学ぶ機会としている。 

博士前期課程では、カリキュラム・ポリシーに基づき授業科

目を編成し、学部教育で培われた専門の基礎能力を講義や

演習等により向上させるとともに、研究に関する能力を養成し、

高い専門性を身に付けることができるよう編成されている。 

学生が幅広く深い専門知識を身に付けるための取組とし

て、それぞれ異なる分野である５専攻を有する工学研究科の

特性を活かし、他専攻科目を履修することができる制度を設け

ている。また、県内公立４大学で単位互換協定を結び、学生が

無償で他大学の大学院の科目を履修することができる環境を

整えているが、大学間の移動時間が障害となり、制度利用状

況が少ないことが課題である。 

博士後期課程では、基礎的・先駆的な学術を推進する能力

を有する研究者及び高度専門技術者の養成を目的として授業

科目を編成しており、専門の能力を一層深めるとともに、先駆

的かつ先端的な技術課題に対して、率先して取り組む能力の

向上を図っている。 

 

 

３）成績評価基準・修了認定基準 

成績評価基準について前橋工科大学大学院履修規程に定

め、学生便覧に掲載するとともに、大学ホームページにも掲載

している。また、シラバスに評価方法を掲載し、学生に周知した

上で、成績評価に関する異議申立て制度により、学生からの

異議申立てを受け付け、評価が適切に行われる仕組みを構築

している。  

修了認定に際しては、前橋工科大学大学院履修規程に定

める単位を修得していることを確認するとともに、特別研究を必

修科目とすることで、ディプロマ・ポリシーに定める能力を修得

しているか総合的に判断している。また、修士学位論文及び修

士の学位審査に関する指針を定め、学生便覧に掲載するとと

もに、学位論文等の審査体制は、前橋工科大学学位規程及

び前橋工科大学大学院修士及び博士学位審査等取扱要綱

に定め、審査委員会において学位論文等の審査、最終試験を

適正に行っている。 

これらを修め審査に合格した者について、教務委員会にお

いて要件確認を行った後、工学研究科会議において修了判

定を実施した上で、学長が修了を認定し、学位を授与してい

る。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
成績評価基準及び卒業認定基準を定め、学生便覧に掲載するとともに、大学ホームページに掲載し、学生へ

の周知を図っている。 

改善を要する点 
他大学との単位互換制度では、オンラインによる授業方法を活用するなど、制度が有効に機能するよう見直し

が必要である。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学院設置基準 

① 

第一条の三（入学者選抜） 
 入学者の選抜は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十五条の二
第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整
えて行うものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
第２５条（入学資格） 

第２６条（入学の出願） 

第２７条（入学者の選考） 

大学院入試要項 

前橋工科大学入学者選考規程 

前橋工科大学大学院博士前期
課程及び博士後期課程入学資
格審査事務取扱細則 
前橋工科大学入試委員会規程 

② 

第十一条（教育課程の編成方針） 
 大学院は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定め
る方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以
下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を
修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮
しなければならない。 

前橋工科大学大学院学則 
 第１２条（科目区分等） 
 第１３条（履修単位数） 
 第１４条（授業計画、成績評
価等） 
前橋工科大学学位規程 

前橋工科大学大学院履修規程 
大学院シラバス 
 

※ 学位規程については、学位規則第十三条を参照すること 

③ 

第十二条（授業及び研究指導） 
 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。 
２ 大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学
院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合
は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教
員に授業の一部を分担させることができる。 

（同上） 
前橋工科大学大学院学則 
 第１１条（教育方法） 

④ 

第十三条（研究指導） 
 研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。 
２ 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研
究指導（共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において
受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する
大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。）を受けることを認めることが
できる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、
一年を超えないものとする。 

（同上） 
前橋工科大学大学院学則 
 第２１条（他の大学の大学院
又は研究所等における研究指
導） 
前橋工科大学大学院工学研究
科担当教員資格審査規程 

⑤ 

第十四条の二（成績評価基準等の明示等） 
 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指
導の計画をあらかじめ明示するものとする。 
２ 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及
び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準
にしたがつて適切に行うものとする。 

前橋工科大学大学院学則 
 第１４条（授業計画、成績評価等） 

 第１８条（単位の授与） 

 第２３条（学習の評価） 

 第３１条（博士前期課程の修了の認定） 

 第３２条（博士後期課程の修了の認定） 

前橋工科大学大学院履修規程 
 第９条（学習の評価） 

前橋工科大学大学院修士及び
博士学位審査等取扱要綱 
大学院シラバス 

※ 修士課程及び博士課程の修了要件については、大学院設置基準第十六条・第十七条、学位規
則第三条・第四条を参照すること 

※ 学位論文に係る評価にあたつての基準の公表については、学校教育法施行規則第 172 条の
2 第 3 項を参照すること 

⑥ 

第十五条（大学設置基準の準用） 

 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、

連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわた

る教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、

第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第二十九条、第三十

条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第四項、第三十条の二並びに第三十一条（第四項を除く。）

の規定を準用する。この場合において、同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「大学院設置基準第十

一条第一項」と、同項第二号中「第四十五条第三項」とあるのは「大学院設置基準第三十三条第三項」と、同令第二

十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、

「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において

履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和五十一年

法律第七十二号）第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際

連合大学（第三十五条第一項において「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を」と、同令第二十九

条第一項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「学

校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程（履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定に

より大学院に入学することができる者であるものに限る。）における学修」と、同条第二項中「前条第一項及び第二

項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する前条第一項及び第二項」と、「六十単位」とあ

るのは「十五単位」と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五

条において読み替えて準用する第三十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「大学院設置

基準第十五条において読み替えて準用する第一項（第二項において準用する場合を含む。）」と、「第二十八条第一項

（同条第二項において準用する場合を含む。）及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数

と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないものとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する

第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び前条第一項により当該大学院において修得した

ものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒

業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第二項中「特別の課程を履修する者」とあるのは「特別の課程（履

修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。）を履

修する者」と読み替えるものとする。 

（大学院設置基準第十三条及
び第十四条の二と同一） 
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 ニ 施設及び設備に関すること                           
（１）自己点検・評価の実施状況 
１）校地・校舎、附属施設、施設・設備等 

キャンパスは１か所であり、大学設置基準で必要な校地面積

及び校舎面積を満たしている。１号館から５号館までと実験棟

１及び実験棟２は、主に講義、演習、実験、研究で利用されて

いる。メイビットホール（学生会館）は、生協売店・食堂、学生の

交流スペースとして利用されている。体育館及びクラブ棟は、

体育の授業、大学のイベント及び学生の部・サークル活動で

利用されている。その他、グラウンドを有している。 

建物・設備の管理、修繕等の施設管理に関する業務は、事

務局総務課総務企画係が主として行っている。 

建物・設備の老朽化に伴い、2011（平成 23）年度に実験棟

１、2017（平成 29）年度に実験棟２を竣工した。中長期的な視

点での施設の維持・管理の方向性をまとめた「長寿命化計画

（個別施設計画）」を設立団体と協議の上、2020（令和 2）年度

に策定した。 

建物の維持に当たっては、前橋市の予防保全プログラムに

基づく施設点検を毎年度実施し、修繕などを行うとともに、台

風や大雪等の施設への被害が予想される際は、施設の警戒

点検を実施している。 

構内の建物のうち、２号館及び附属図書館は、竣工後 45年

以上経過し、建物・設備の老朽化が著しく、耐震性能を満たし

ていないことから、新棟を建設することとなった。2024（令和 6）

年度には、基本設計及び実施設計が完成し、2025（令和 7）年

度は、施工予定地の土壌汚染調査を実施し、「六価クロム化合

物」及び「フッ素及びその化合物」が検出された。現行の計画

に、土壌汚染対策法に基づく対策を加えた形で、2026（令和

8）年度に工事着手を予定している。 

 

２）附属図書館 

教育研究の目的を達成するため、前橋工科大学学則第 56

条に基づき附属図書館を設置している。附属図書館は、研究

及び学習に必要な図書館資料を収集・整理・保存し、教職員

及び学生等の利用に供するとともに、必要な学術情報を提供

することを目的とし、一般図書、逐次刊行物（新聞・雑誌・パン

フレット類）、辞典、年鑑、統計類等の図書、電子的資料、視聴

覚資料その他図書館資料として適当と認めるものについて、

系統的かつ計画的に整備している。 

附属図書館の管理及び運営については、各学群、研究科、

基礎教育センター及び教職センターの代表からなる図書・情

報センター委員会において、必要な事項を協議するとともに、

各委員を中心に必要な専門図書等について教員からの推薦

を受けて選定している。 

仮設図書館内には、閲覧席 10席、学習席 20 席を整備して

いる。 

2024（令和 6）年度の蔵書数は約 80,000 冊、入館者数は約

12,500人（延べ）であった。 

附属図書館の運営は、民間委託し、当該業者の専門職員

が業務を行っている。図書については、必要性を精査しなが

ら、計画的に購入・除却を行い、蔵書数の適正化を図ってい

る。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
・実験棟１及び実験棟２を整備し、教育研究環境の充実を図っている。 

・前橋市の予防保全プログラムに基づき、施設点検を毎年度実施している。 

改善を要する点 
耐震性能を満たしていない２号館及び附属図書館の使用を中止し、仮設図書館等で運用しており、十分な学

修環境とはいえないため、新棟の整備を早急に進める必要がある。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第三十四条（校地） 
 校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわし
い環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有する
ものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由によ
り所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有する
ことができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当
な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じ
ている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。 

３ 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものと
する。 
一 できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用でき
るものであること。 

二 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。 

認証評価共通基礎データ 
大学概要 
 施設・設備 
施設案内（大学 HP） 

※ 必要な校地の面積については、大学設置基準第三十七条を参照すること 

② 
第三十五条（運動場等） 
 大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のス
ポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。 

（同上） 

③ 

第三十六条（校舎） 
 大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医
務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。 
２ 教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と
数を備えるものとする。 

３ 研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるも
のとする。 

４ 夜間において授業を行う学部（以下「夜間学部」という。）を置く大学又は昼夜開講制を実
施する大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支
障のないようにするものとする。 

（同上） 

※ 必要な校舎の面積及び設置する学部または学科ごとに必要な附属施設については、大学設
置基準第三十七条の二・第三十九条・別表第三を参照すること 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第十九条・第二十二条も参照すること 
※ 二以上の校地において教育研究を行う場合、大学設置基準第四十条の二、大学院設置基準第

二十二条の二を参照すること 

④ 

第三十八条（教育研究上必要な資料及び図書館） 
 大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方
法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）により
提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料（次項において「教育研究上必要な資料」
という。）を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとす
る。 
２ 図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情
報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために
必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の大学の図書
館等との協力に努めるものとする。 

３ 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又
は事務職員等を置くものとする。 

前橋工科大学学則 

第５６条（附属図書館） 
第５７条（図書・情報センター） 

前橋工科大学附属図書館規程
前橋工科大学附属図書館利用
規程 
前橋工科大学図書・情報セン
ター規程 
前橋工科大学図書・情報セン
ター運営細則 
附属図書館（大学 HP） 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第二十一条も参照すること 

⑤ 

第四十条（機械、器具等） 
 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及
び標本を備えるものとする。 

－ 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第二十条も参照すること 

 

③については、以下の省令により従前の例によることができる。 
大学設置基準等の一部を改正する省令（令和 4年 9 月 30 日文部科学省令第 34号） 
附則 第四条 
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による
ことができる。 
一この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定 
（以下省略） 
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 ホ 事務組織に関すること                              

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）事務組織 

前橋工科大学組織規則に基づき、法人及び大学の事務を

行う事務局を設置している。事務局には、主に法人及び大学

運営の管理業務を行う総務課と主に教育・研究・地域貢献等

の支援、学生支援を行う学務課を設置している。 

総務課には、法人の各種計画の管理、教職員の雇用、大学

施設及び学内情報環境の維持管理に関する事務を行う総務

企画係、予算の執行及び管理を行う財務係の２係を設置して

いる。附属図書館は、2016（平成 28）年度から運営業務を外部

業者に委託しており、その管理を総務企画係で行っている。 

学務課には、教務に関する事務を行う教務係、学生指導及

びキャリア支援を行う学生支援係、学生募集及び入試に関す

る事務を行う入試広報係、研究及び地域貢献の支援を行う地

域貢献・研究支援係の４係を設置している。 

本学は、2013（平成 25）年度に公立大学法人に移行した。

事務局職員の多くは、設立団体である前橋市からの派遣とな

っているが、2016（平成 28）年度から計画的に法人で職員を採

用しており、2026（令和 8）年 5月 1日現在、全体の 31人中 10

人となっている。 

 

２）厚生指導の組織 

学生の厚生指導を行うための組織として学生委員会を設置

している。学生委員会では、①学生の福利厚生及び学生指導

に関すること、②学生団体に関すること、③学生の健康管理に

関することを所掌し、毎月定例会議を開催し、課題の確認及び

対応方法の検討を行っている。 

また、保健師及び看護師を配置し、学生及び教職員の健康

管理、心身の相談などを行っている。このほかにも、2018（平成

30）年度に整備した相談専用の部屋を活用し、医師や臨床心

理士によるメンタル相談を毎週３回定期的に実施している。さ

らには、2023（令和 5）年度より CSW（キャンパスソーシャルワー

カー）による専門的な相談援助と支援機関同士のネットワーク

づくりに取り組んでいる。CSW については、2026（令和８）年度

より常駐配置とし、相談体制の強化を図る。 

 

 

 

３）社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うた

めの体制 

学則第 60条の規定に基づき、学生のキャリアの形成及び就

職の支援のための事業を実施し、学生の社会的及び職業的

自立を促すことを目的として、キャリアセンターを設置してい

る。  

キャリアセンターには、就職支援のためのコーディネーター

１人が常駐し、学生相談、企業との連絡調整等の業務を行っ

ている。また、進路選択及び就職支援のためのセミナーを月２

回実施（長期休業期間を除く。）し、外部の専門講師等による

学生支援を行っている。毎年５月には、３０社の企業を招き、業

界業種研究会を開催し、様々な業種について学生が知る機会

を設けている。 

また、前橋工科大学キャリアセンター規程に基づき、キャリア

センターの業務に係る協議を行う機関として、キャリアセンター

運営委員会を設置し、キャリアセンター長以下各教育プログラ

ムから選出された運営委員により、進路状況、学生支援方法

等についての検討を行っている。 

 

４）学生活動支援 

学生の自主的な活動を支援するため、学生団体を大学公

認団体として許可し、学内での活動や施設利用を認めている。

2025（令和 7）年度は、学生自治会のほか、16 部、19 サークル

を公認団体としている。学生の自律性を高めるため、団体の自

主性を尊重しつつ、学生自治会への指導・助言を通じ、各部・

サークルの活動を支援している。 

 

５）地域貢献支援 

地域連携推進センターでは、地域貢献学生スタッフを募り、

学内外の地域貢献事業の情報提供や、参加申込みなどを行

っている。教員と連携しながら、地域貢献学生スタッフとして登

録した学生が、前橋市をはじめとする地方公共団体等が実施

する各種事業に積極的に参加し、地域社会の一員としての役

割を果している。令和７年度は、子ども向けイベント「e スポーツ

大会」をはじめ、教員、学生併せて９４人が参加した。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
・多様化する学生の相談に対応するための体制強化及び環境の整備を行っている。 

・公立大学としての使命を果たすため、学生が地域貢献活動に参加する仕組みを作っている。 

改善を要する点 

・事務局職員の多くは設立団体である前橋市からの派遣となっており、定期的に異動するため、事務局として

の専門性及び業務の継続性を確保できるような体制を構築することが必要である。 

・増加傾向にある学生のメンタル相談への対応について体制を充実させる必要がある。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第七条（教育研究実施組織等） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分
野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 
２ 大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該大学の教育研究活動等の運営が
組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働
や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 

３ 大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等
の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとす
る。 

４ 大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、
大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報シス
テム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は
事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

５ 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、
社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培
うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとす
る。 

６ 省略 
７ 省略 

公立大学法人前橋工科大学組
織規則 

 第１０条（事務局等） 
大学概要 
 教職員組織 

 大学院設置基準 

② 

第八条（教育研究実施組織等） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学
位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するも
のとする。 
２ 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び
事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に
留意するものとする。 

３ 大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補
導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

４ 大学院は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、
大学院運営に係る企画立案、当該大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報
システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、専属の教
員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

５ 省略 
６ 省略 
７ 省略 
８ 省略 

（大学設置基準第七条と同一） 
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 ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること  

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）三つのポリシーの策定 

 学部では、2013（平成 25）年度に各学科で３つのポリシーを

策定し、公表した。2016（平成 28）年度に大学全体のポリシー

を策定し、公表するとともに、大学全体のポリシー策定を受け、

各学科のポリシーを修正した。2022（令和 4）年度の学科再編

時に大学全体のポリシーを修正するとともに、各学群のポリシ

ーを策定した。 

 大学院博士前期課程では、2013（平成 25）年度に各専攻で

３つのポリシーを策定するとともに、博士前期課程のアドミッショ

ン・ポリシーを策定し、公表した。2020（令和２）年度施行の学

校教育法施行規則の改正に対応するため、2019（令和元）年

度に博士前期課程のカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポ

リシーを策定し、公表した。2026（令和 8）年度の大学院再編時

に３つのポリシーを修正した。 

 大学院博士後期課程では、2013（平成 25）年度にアドミッショ

ン・ポリシーを策定し、公表した。2020（令和２）年度施行の学

校教育法施行規則の改正に対応するため、2019（令和元）年

度にカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーを策定し、

公表した。 

 

２）三つのポリシーの一貫性の確保と評価 

 カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性確保の

ため、教育方針と科目編成の対応一覧表を学生便覧に掲載

し、授業科目と教育目標の関連を示す資料として学生に共有

している。これにより、ディプロマ・ポリシーに基づく科目が、カリ

キュラム・ポリシーに基づき、どのように配置されているかを確

認し、ポリシーとカリキュラムとに齟齬が生じていないかチェック

を行っている。 

 今後は、教育目的に対しカリキュラムが十分に機能している

かを検証するため、卒業時の学修成果アンケート及び就職先

企業アンケートによって学生自身及び第三者の評価に基づき

学修成果をチェックし、カリキュラムの有効性向上に向けた改

善の仕組みづくりが課題である。 

 

①入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

2022（令和４）年４月の学科再編に合わせて、大学全体及び

各学群のアドミッション・ポリシーを変更した。従来の各学科の

アドミッション・ポリシーで求める学生像としていた内容を、各学

群で求める学生像としてバランスよく取り込み、高校生にも分 

かりやすい文章とした。 

2025(令和 7)年度大学入学共通テストで、出題教科・科目の変

更が行われるため、各学群のアドミッション・ポリシーの評価の

観点に、「数学 C」と「情報Ⅰ」を加える変更を行った。 

 

②教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

カリキュラム・ポリシーは、大学並びに各学群及び各専攻で

具体的かつ明確に定めており、大学の理念・目的に沿った教

育課程を編成しており、適切に設定・公表している。 

 

③卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

ディプロマ・ポリシーでは、大学並びに各学群及び各専攻で

具体的かつ明確に定めており、ポリシーに沿って成績評価、単

位認定及び卒業又は修了の認定を行っている。 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 特になし 

改善を要する点 
教育目的に対しカリキュラムが十分に機能しているかを検証するため、学生自身及び第三者の評価に基づき

チェックし、改善し続けるための仕組みづくりが課題となる。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法施行規則 

① 

第百六十五条の二 
 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程（大学院にあつては、当該大学院、研究科又
は専攻）ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。 

一 卒業又は修了の認定に関する方針 
二 教育課程の編成及び実施に関する方針 
三 入学者の受入れに関する方針 

２ 前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確
保に特に意を用いなければならない。 

３つのポリシー 大学（大学
HP） 
３つのポリシー（令和４年度入
学生から） 大学（大学 HP） 
３つのポリシー 大学院博士
前期課程（大学 HP） 
３つのポリシー 大学院博士
後期課程（大学 HP）   
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 ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること         

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）目的の公表と周知 

大学及び大学院の目的は、学則及び大学院学則に規定し

ており、学則及び大学院学則は、大学ホームページで公表し

ている。また、大学案内パンフレットなどの刊行物にも、大学及

び大学院の目的を掲載している。学生への周知については、

全学生に配布している学生便覧に掲載するとともに、新入生オ

リエンテーションでの周知を図っている。 

教職員には、大学及び大学院の目的を掲載した大学案内

パンフレットや大学概要を毎年度配布し、周知している。受験

生や高等学校、企業等には、大学案内パンフレットを配布し、

周知している。 

また、大学改革支援・学位授与機構が運営する大学ポート

レートにおいて、教育研究上の目的や大学の特色などを公表

している。 

 

２）三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ー、アドミッション・ポリシー）の公表と周知 

 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッショ

ン・ポリシーは、大学ホームページで公表しているほか、大学

案内パンフレット、入学者選抜要項、学生募集要項及び学生

便覧に掲載するとともに、オープンキャンパスや大学説明会等

で積極的に周知している。 

 

３）教育研究活動等の状況の公表 

 学校教育法施行規則第 172条の２に規定する各項目につい

て、大学ホームページで公表している。また、学校教育法に基

づく自己点検評価の実施状況、大学機関別認証評価の実施

状況等も大学ホームページに掲載し、公表している。 

 教員の教育研究の実績については、教員自らが更新可能な

研究業績管理システムを導入し、学外に公表している。 

 大学ホームページに加えて、大学案内パンフレットや大学概

要を毎年度作成している。そのほかにも、地域連携推進センタ

ーやキャリアセンターのパンフレットを作成し、配布している。 

 

４）情報公表体制の整備 

 法人及び大学の広報の計画及び調整については広報委員

会が担当し、情報公表の方法等について審議し、実施してい

る。 

 情報公表の効率化等を目的として、2015（平成 27）年度に大

学ホームページを更新し、ＣＭＳを導入した。ＣＭＳを使用する

ことで、各学群等での積極的な情報発信ができるようになっ

た。また、2024（令和６）年度には、入試情報を一元化し、受験

生に、本学の入試情報を、よりわかりやすくすることなどを目的

として、受験生特設サイトを開設した。 

 

５）広報戦略の策定 

 大学の知名度の向上及び社会への説明責任を果たすことを

目的として、特徴的な教育研究や取組を学内外に積極的に分

かりやすく発信するため、2019（令和元）年度に広報委員会で

広報戦略を策定し、教職員に周知した。 

 広報戦略では、「① 各種広報媒体を最大限活用する」、「② 

全ての教職員が広報マインドを持つ」、「③ 選択と集中」の３

点を基本方針として定め、具体的な施策を実施している。 

 2023（令和 5）年度には、事務局の若手職員による広報戦略

プロジェクトチーム（PT）を設置し、Instagram による広報活動

や、大学の各種データを見える化した「大学データ白書」を作

成した。また、ＰＴ内でデータを活用した効果的な広報戦略の

あり方についての検討を開始した。 

 

 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
・大学ホームページに加え、大学ポートレートなどを活用し、教育研究活動を広く公表している。 

・大学の各種データを網羅した「大学データ白書」を作成した。 

改善を要する点 
教育研究活動等の情報に係る必要な情報の公表はしているが、今後は、目標を設定した法人広報、入試

広報を実施する等、大学の全国的な知名度の向上につながる広報活動を実施していく必要がある。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 
第百十三条 
 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を
公表するものとする。 

教育情報の公表（大学 HP） 
大学案内パンフレット(大学 HP) 

 学校教育法施行規則 

② 

第百七十二条の二 
 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 

一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に
関すること 

二 教育研究上の基本組織に関すること 
三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 
四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学
者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置基準第十九条の
二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。）、専門
職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学
設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により
当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号において「連携開設科目」とい
う。）に係るものを含む。）に関すること 

六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業又は修了の認
定に当たつての基準に関すること 

七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

２ 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育
法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求
められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力
の状況についての情報を公表するものとする。 

３ 大学院（専門職大学院を除く。）を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、大学院
設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準についての
情報を公表するものとする。 

４ 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び
能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 

５ 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インタ
ーネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 

教育情報の公表（大学 HP） 
大学案内パンフレット(大学 HP) 
大学ポートレート 
LINE（大学 HP） 
Instagram（大学 HP） 
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 チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること       

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）内部質保証システムの体制 

 前橋工科大学学則第２条で「本学は、その教育研究水準の

向上を図り、本学の目的及び使命を達成するため、教育研究

活動等の状況について自ら点検及び評価並びに改善を行

い、それらを公表する。」と定めており、その組織として、学長を

委員長とする評価・改善委員会を設置している。教育研究活

動等の状況については、毎年度自己点検評価を実施し、結果

を公表するとともに、改善を要する事項についてその対応に係

る取組を行っている。自己点検評価に当たっては、常置委員

会や部局等で自己点検及び自己評価を行い、取りまとめられ

た実績等について「評価・改善委員会」において点検及び評

価を行うことにより、全学的な内部質保証の中心としての役割

を担っている。 

 2019（令和元）年度からは、一般財団法人大学教育質保証・

評価センターの評価基準に基づき、自己点検評価を実施し、

現状分析及び改善が必要な事項に対応している。 

 また、中期計画を達成するため、各事業年度の業務実績に

ついて常置委員会や部局等で自己点検及び自己評価を行

い、取りまとめられた実績等を「評価・改善委員会」において点

検及び評価を行うことにより、全学的に管理を行っている。業

務実績については、前橋市公立大学法人評価委員会の評価

を受け、指摘事項に対する業務運営への反映等を行い、教育

の質保証・向上に努めている。 

 なお、令和 7 年度に「数理・データサイエンス・AI 教育プログ

ラム認定制度（リテラシーレベル）」の認定を受けており、授業

改善アンケート等を活用して継続的に改善・推進している。 

 さらに、土木・環境プログラムは JABEE（日本技術者教育認

定機構）の認定を受けており、外部による検証を含む内部質保

証の体制が機能するよう、教育の質保証・向上に向けて継続

的に取組を行っている。 

 

２）学修成果 

 評価・改善委員会では卒業時における学修成果の確認を目

的とした学修成果アンケートを、キャリアセンター運営委員会で

は卒業後の就業状況等の確認を目的とした卒業生就業調査

を実施している。 

 また、留学及びインターンシップについて、インターンシップ

を科目として位置付けているプログラムにおいては、活動終了

後に報告会を実施している。また、留学した学生については、 

帰国後に大学が実施する語学研修の説明会で発表又は資料

を提出することで、それぞれ活動の成果について把握する。 

2024（令和 6）年度については、1 名の学生が留学支援事業を

活用した。 

 

３）教員の資質向上のための活動 

  教員の資質向上については、ファカルティ・ディベロップメ

ント委員会の企画・運営により、授業の質の向上を目的とした

学生への授業改善アンケート及び教員同士の授業参観を実

施している。 

 また、各種テーマに基づいた学外の研修会に教員を派遣す

るとともに、参加教員による学内での研修報告会を開催してい

る。更に、アセスメントテストの受検結果に基づく学生への対応

方法等について、教員及び職員を対象に研修を実施して理解

を深め、教員と職員とが連携して学生支援に必要な資質・能力

の向上を図っている。 

 

４）職員の資質向上のための活動 

 大学運営に関する全般的な基礎知識及び各係の業務で必

要な専門的な知識を修得するため、公立大学協会が主催する

研修をはじめ各種研修を受講している。 

 法人採用の職員についても、職務遂行に必要な知識を得る

ため、公立大学協会や前橋市が実施する研修を計画的に受

講している。 

 また、県内公立４大学によるＳＤ研修会及び「めぶく。プラット

フォーム前橋」の研修会に参加し、必要な知識を習得するとと

もに、近隣大学の職員との交流を図っている。 

 加えて、事務局での各業務に必要な各種試験・資格につい

て職員間で情報共有を行い、各人が取得に励んでいる。 

 

5）教職協働 

 大学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図る

ため、教務、学生支援、入試、地域貢献・研究支援などの日頃

の業務において、関係教員と事務局職員の間で情報共有を

密に行い、教職員間の連携に努めている。 

 また、常置委員会等においては、学部等から選出された教員

や事務局長が委員となり、教員と職員が連携して大学運営に

関与するなど、教職協働により教育研究活動を推進している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
教職員を対象に計画的な研修を実施するとともに、学外研修会の報告会などを行い、教職員の資質向上を

図っている。 

改善を要する点 
学修成果アンケートなどを実施しているが、現状の把握にとどまっていることから、教育研究活動の改善につな

がる取組が必要である。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第百九条 
 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大
学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項及び第五項において「教育研究等」
という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 
② 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める
期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以
下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その
他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限り
でない。 

③ 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専
門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教
育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を
受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認
証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学
大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 

④ 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行うため
に認証評価機関が定める基準をいう。以下この条及び次条において同じ。）に従つて行うもの
とする。 

⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況
（第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又
は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項にお
いて同じ。）が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 

⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定（次
項において「適合認定」という。）を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければな
らない。 

⑦ 文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該
大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。 

前橋工科大学学則 

 第２条（自己評価等） 
前橋工科大学大学院学則 
 第２条（自己評価等） 
前橋工科大学委員会規程 
 第３条（委員会の所轄事項）
前橋工科大学評価・改善委員
会規程 
大学機関別認証評価（大学 HP） 

 学校教育法施行規則 

② 

第百五十二条 
 学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の
運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しな
ければならない。 

（該当しない） 

③ 

第百五十八条 
 学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の
運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しな
ければならない。 

（該当しない） 

④ 

第百六十六条 
 大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨
に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 

前橋工科大学委員会規程 
 第３条（委員会の所轄事項） 

前橋工科大学評価・改善委員
会規程 

 大学設置基準 

⑤ 

第十一条（組織的な研修等） 
 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職
員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（次
項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うもの
とする。 

２ 大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するた
めの組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 大学は、指導補助者（教員を除く。）に対し、必要な研修を行うものとする。 

前橋工科大学委員会規程 
 第３条（委員会の所轄事項） 

前橋工科大学ファカルティ・ディ

ベロップメント委員会規程 

 大学院設置基準 

⑥ 

第九条の三（組織的な研修等） 
 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事
務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修
（次項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行う
ものとする。 

２ 大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び
方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 大学院は、第十二条第二項の規定により授業科目について補助する者（教員を除く。）に対
し、必要な研修を行うものとする。 

前橋工科大学委員会規程 
 第３条（委員会の所轄事項） 

前橋工科大学ファカルティ・ディ

ベロップメント委員会規程 

 法令外の関係事項 

⑦ 
学習成果 
 学生の学習成果を適切に把握する取組みを行っているか。 

学修成果アンケート実施結果 
卒業生就業調査結果   
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 リ 財務に関すること                                 

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）財務の状況 

 過去５年間の決算状況では、収入総額が支出総額を常に

上回っており、安定的な収入の確保を実現している。 

 

 

 また、2025（令和 7）年度前橋市公立大学法人評価委員会

の評価では、財務内容の改善については「全体的にはおお

むね順調な進捗状況にある」との評価を受けており、予算並

びに収支計画及び資金計画についても、特段の指摘はなか

った。 

 

２）産官学連携による研究 

 既存の共同研究や受託研究のほか、手続が簡易で技術指

導や各種コンサルティングなどに対応できる学術指導によ

り、産官学が連携する研究の促進を図っている。さらに、

2023（令和 5）年度から、共同研究等の研究活動を加速化さ

せるため、２つの研究センターを設置した。 

 また、地域活性化事業の見直しを行い、地域活性化に取り

組む研究への支援をより特化させ、研究活動の促進に努め

ている。 

 

 

３）新たな財源確保の取組 

 新たな財源の確保策として、2019（令和元）年度から次の取組

を行っている。 

① 前橋市の協力のもとで、前橋市ふるさと納税に「前橋工科大

学支援」のメニューを創設し、同窓会と連携して同窓会員に制

度案内などを行った。その寄附金の使途として、2025（令和 7）

年度は、熱中症対策及びエコキャンパス推進事業としてウォー

タースタンドの購入、学生の地域活動参加促進事業として法被

を購入したほか、学生自転車ヘルメット着用促進事業としてヘ

ルメット購入補助を行った。今後も寄附実績額に応じて、学生

支援、地域貢献などの更なる充実のために活用していく予定で

ある。 

 

（ふるさとチョイスＨＰより） 

② 大学法人とは別法人であるが、教員が主体となり、「一般財

団法人前橋工科大学研究教育振興財団」が 2020（令和 2）年 1

月に設立され、本学の研究教育の振興のための活動を行って

いる。2025（令和 7）年度は、本学大学院工学研究科が行って

いる分野横断型工学研究シンポジウムにおいて、優秀発表を

行った学生 5人に対し表彰を行った。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
・「重点課題対応研究費」による支援を実施し、大型の外部資金獲得に努めている。 

・ふるさと納税や研究振興財団との連携など新たな財源の確保に取り組んでいる。 

改善を要する点 
18歳人口の減少に伴い、志願者や入学者の減少が想定されることから、志願者及び入学者確保に向けた取

組を行う必要がある。   

（単位：千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

収 運営費交付金 923,297 922,729 1,044,453 954,042 1,011,898

学生等納付金 794,723 803,121 830,140 838,844 847,906

入 受託研究費等 23,305 22,853 39,385 41,254 49,613

科学研究費補助金 33,550 34,168 34,421 35,090 32,330

寄付金収入 20,380 15,322 16,752 13,083 20,415

目的積立金取崩 0 119758 7,047 70,794 104,731

その他 22,730 21,430 26,451 25,448 32,219

計 1,817,989 1,939,385 1,998,654 1,978,556 2,099,112

区　　分

（単位：千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

支 教育経費 258,808 356,855 220,667 216,503 256,307

研究経費 75,568 78,292 86,600 88,590 95,154

出 教育研究支援経費 51,111 55,941 59,529 85,763 79,973

受託研究費等 18,581 28,954 30,880 32,184 59,556

人件費 1,114,600 1,089,530 1,210,836 1,093,120 1,114,792

一般管理費 123,652 152,660 197,014 224,394 271,247

その他 37,676 46,603 46,211 51,751 62,464

計 1,679,999 1,808,840 1,851,741 1,792,306 1,939,491

※各年度の決算報告書によるもので、区分ごとに千円未満切り捨て処理をしているため集計は一致しない。

区　　分
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 
第四十条の三（教育研究環境の整備） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究に
ふさわしい環境の整備に努めるものとする。 

財務諸表、事業報告書、決算報告
書、監査報告書、決算概要書（大
学 HP） 

 大学院設置基準 

② 
第二十二条の三（教育研究環境の整備） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究
にふさわしい環境の整備に努めるものとする。 

（同上） 
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 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること        

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）ＩＣＴ環境の整備 

全学的な情報管理・戦略の立案と実施を行うための組織とし

て図書・情報センター、情報セキュリティ委員会及びＩＣＴマネ

ジメント推進会議を設置し、大学の有する情報資産を適正に

保護・活用している。また、情報セキュリティポリシー等を定め、

組織的に基盤となる情報システムの安全で効率的な管理・運

用を図っている。学内ネットワークは、学術情報ネットワーク

SINET6 を活用し、教職員及び学生に利用環境を提供してい

る。また、2021（令和 3）年 11 月には、学内ネットワークの更改

を実施し、2022（令和 4）年度から開始した学生のＢＹＯＤに対

応するため、20Ｇbps の通信速度やキャンパス内で途切れるこ

とのないＷｉ－Ｆｉ設備等、利便性の高いネットワーク環境を提

供している。 

 

２）学修支援 

教員が学生からの質問や相談等を受けるため、オフィス・ア

ワーを定め、学生に公表している。また、教務上の指導や孤立

しがちな学生の支援を目的として、学年担当教員を設け、学生

の指導を行っている。また、毎期、履修登録に際して、成績不

振者に対する個別面談を実施し、生活の状況確認や学修の

進め方等について支援を行っている。2023（令和５）年度から

は大学院生や学部高学年の学生が、主に学部低学年を対象

に学修や学生生活での悩みなどをサポートする「学修サポー

ター制度」を実施して多角的に学修環境の向上を図っている。 

 

３）合理的配慮が必要な学生への支援 

2020（令和 2）年度に、１号館１階の多目的トイレをオストメイ

ト対応に改良、2021（令和 3）年度には、図書館と実験棟１の間

の駐車場にあった段差の解消や、北駐車場における身障者用

駐車スペースの拡幅、2024（令和 6）年度から 2025（令和 7）年

度にかけて、３号館及び４号館のトイレの洋式化を行うなど、順

次、設備改修を実施し、バリアフリー化を図ってきた。 

教職員の組織的な対応としては、「前橋工科大学障害を理

由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」により、

本人からの意思表明に基づき、入学前から在学中において、

教職員が一体となった支援を実施する体制を構築している。ま

た、2026（令和８）年度からは、休学から復学する学生で希望

する場合は、復学支援として臨床心理士相談や履修に関する 

教員との相談等を受けることで、無理のない復学判断と円滑な

復学移行を目指す。 

 

４）経済的支援 

① 入学料及び授業料の減免 

前橋市市内居住者に該当する場合、入学料の半額減免を

行っている。また、前橋市内居住者のうち、学業が優秀な学生 

については、特待生制度の適用により、授業料の半額減免を

行っている。 

国内学部生に対しては、2020（令和 2）年度から開始された

高等教育の修学支援新制度についても、その対象機関とし

て、授業料等の減免を行っている。 

そのほかにも、大学院生及び私費留学生に対しては、学業

が優秀で学費の負担が困難であると認められる者について、

授業料等の減免等を行っている。 

 

② 奨学金 

大学独自の奨学金は、運用していないが、独立行政法人日

本学生支援機構奨学金その他民間の奨学金等について、学

内掲示板、学生情報システム等を通じて周知し、手続等を支

援している。 

2020（令和 2）年度からは、高等教育の修学支援新制度に

基づき、給付型奨学金と授業料減免の一体運用を行ってい

る。2025（令和 7）年度からは、同制度の拡充により、多子世帯

の学生について授業料・入学金を一定額免除としている。 

 

③ その他の助成・支援等 

学生の語学留学の希望に応えるため、短期海外語学研修

事業により、短期の語学留学者に対し留学経費の一部を助成

している。併せて、後援会からの助成も実施している。 

2019（令和元）年度からは、学部３年生を対象とした「学業成

績優秀者表彰制度」（協力：同窓会）、大学院博士前期課程２

年生を対象とした「分野横断型工学研究シンポジウム優秀発

表賞」（協力：一般財団法人前橋工科大学研究教育振興財

団）を創設し、学生の勉学・研究の奨励を図っている。 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
・ネットワーク環境の整備を行い、学修環境の充実を図っている。 

・表彰制度を創設し、学生の教育・研究の意欲向上を図っている。 

改善を要する点 バリアフリー化について、一部の建物では未対応であることから、対応していく必要がある。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

関係事項 

① 

ＩＣＴ環境の整備 
 教育研究上で必要なＩＣＴ環境が整備されている。 

大学概要 
 施設・設備 
施設案内（大学 HP） 
前橋工科大学図書・情報セン
ター規程 
前橋工科大学図書・情報セン
ター運営細則 

② 

学生支援 
 学生の学習支援に対する体制が整備され、適切に支援が行われている。 

前橋工科大学委員会規程 
 第３条（委員会の所轄事項） 
前橋工科大学学生委員会規程 
学生相談（大学 HP） 
学生生活実態調査（大学 HP） 

③ 

学生支援 
 特別な支援を行うことが必要な学生への支援等が適切に行われている。 

公立大学法人前橋工科大学障
害を理由とする差別の解消の
推進に関する教職員対応要領 
公立大学法人前橋工科大学障
害を理由とする差別の解消の
推進に関する教職員対応要領
における留意事項 

④ 

学生支援 
 経済的な支援を行うことが必要な学生への支援等が適切に行われている。 

公立大学法人前橋工科大学授
業料等の免除等に関する規則 
公立大学法人前橋工科大学の
授業料等の減免等の取扱規程 
公立大学法人前橋工科大学に
おける授業料減免取扱基準に
関する細則 
公立大学法人前橋工科大学に
おける入学料減免取扱基準に
関する細則 
日本学生支援機構大学院第一
種奨学金返還免除候補者等選
考要綱 
学費に係る各種減免制度につ
いて（大学 HP） 

⑤ 
設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた是正・改善 
 設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた大学の教育活動等の是正または改善に関する文部
科学大臣の意見に対して講じた措置を踏まえ、是正または改善に努めている。 

（該当しない） 
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Ⅱ「基準２ 教育研究の水準の向上」に関する点検評価資料 
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１）自己分析活動の状況 
１ 自己分析活動の方針及び体制 

 前橋工科大学学則第２条において、「本学は、その教育研

究水準の向上を図り、本学の目的及び使命を達成するた

め、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価並び

に改善を行い、それらを公表する。」と定め、前橋工科大学

委員会規程第３条に評価・改善委員会の所轄事項として

「教育研究活動等の質保証についての評価及び改善に関

すること、教育研究活動等の活性化についての評価及び改

善に関すること並びに社会に対する教育研究活動等の状

況の説明についての評価及び改善に関すること」を定めて

おり、教育研究活動等に対する自己分析を内部質保証の一

環として位置付け、改善を要する事項の向上に係る取組を

行っている。 

自己分析活動については、常置委員会や部局等において

実施しており、その分析結果については、毎年度実施する

自己点検評価や年度計画の業務実績の自己評価において

活用しており、そこで取りまとめられた実績等について評

価・改善委員会において点検及び評価を行うことにより、

全学的な内部質保証に努めている。 

２ 具体的な取組 

 基準２に合致する取組の抽出に当たっては、評価・改善

委員会において、「情報を体系的、継続的に収集、分析する

など、教育研究の水準の向上に資するために必要な取組を

組織的に行っており、その取組が効果的に機能している

か」という観点から、常置委員会や部局等において実施さ

れた取組から選定を行った。ここでは、本学が取り組む自

己分析活動として、５つの事例を取り上げて紹介する。 

No.1 語学力向上のための外部テスト（TOEIC-IP）の活用 

本学の教育理念に『語学力の育成』を掲げており、TOEIC

の単位認定化や受験対策ｅラーニングシステムの導入な

ど学生の TOEIC 受験を奨励する取組を行っている。TOEIC

受験者数の増加に向けた対策を行っているが、今後はデー

タの積上げによるスコアの経年分析等を通じて、学生の語 

学力育成のために TOEICテストを活用していくための方策

を引き続き検討していく。 

No.2 教員の教育力向上のための取組 

教員の教育力の向上を目的とした研修等を行っており、

毎年度検証を行い、実施方法や実施期間等を随時見直し、

継続して取り組んでいる。教員参加率の推移や授業アンケ

ート回答率の推移の分析を行っているが、今後は教員がよ

り主体的に関わるための仕組みづくりや具体的な授業改

善の実現に向け、引き続き組織的に取り組んでいく。 

No.3 自己理解を深めるためのアセスメントテストの実施 

 学生生活実態調査の結果、多くの学生が何らかの悩みを

抱えているという現状を踏まえ、自己理解を深めると同時

に自己改善の視点を得るためアセスメントテストを実施

している。結果の分析では、リテラシーは高いがコンピテ

ンシーは低いという傾向が出ていることから、今後はコン

ピテンシーの上昇に向けて、教育・研究活動を通じた学生

の能力向上を目指していく。 

No.4 修学継続支援のための修学状況調査 

 修学状況からの支援という観点から、授業への欠席の多

い学生を早期に発見し、その理由を把握した上で、面談等

による適切な支援・指導を行うことにより、学生の修学の

継続を支援することを目的とした取組である。対象学生を

早期に発見するため、センサー科目による出席状況に着眼

し、その理由を探り個別に対応を開始したことは、学生を

取りこぼさないための仕組みとして有用である。 

No.5 教員人事評価の実施 

 教員が自ら主体となって職務遂行及び能力開発を図る

ための指標にするとともに、その能力の育成及び活用並び

に勤務意欲の向上等に資するための情報を得ることを目

的として継続的に教員人事評価を実施している。教員人事

評価結果の推移を分析することにより、毎年度の自己の到

達度等を把握し、教育・研究活動の改善に結び付けている。 

 
 
 

２）自己分析活動の取組（目次）※学習成果に関する分析の取組等を 1 つ以上記述します。 
No. タイトル ページ数 

１ 語学力向上のための外部テスト（TOEIC-IP）の活用【学習成果】 37 

２ 教員の教育力向上のための取組【学習成果】 38 

３ 自己理解を深めるためのアセスメントテストの実施 39 

４ 修学継続支援のための修学状況調査【学習成果】 40 

５ 教員人事評価の実施 41 
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３）自己分析活動の取組 

タイトル

（No.1） 
語学力向上のための外部テスト（TOEIC-IP）の活用 

分析の背景 

 本学の教育理念に『語学力の育成』を掲げており、基礎教育センター運営会議で検討を行い、TOEIC の

単位認定化や e ラーニングシステムの導入など学生の TOEIC 受験を奨励する取組を行っている。大学主

体による TOEIC-IP テストを 1年生全員と３年生全員に対象を変更し、TOEIC の受験データを積み上げ、

活用することで本学学生の語学力向上に向けて取り組んでいる。 

分析の内容 

〇TOEIC-IP テストの概要 

 TOEIC-IP テストとは、大学などの団体で受験できる試験区分で、大学が試験日程を指定して申し込み、

自らの大学を試験会場として実施できるものである。 

 本学では TOEIC-IP テストについて、2019（令和元）年からは 1 年生を、2022（令和 4）年からは 1 年

生に加え 3 年生も全員受験の対象とすることで、大学院進学や就職指導の基礎データ作りのためだけで

なく、TOEIC の受験データを本学の英語授業の教育効果の指標として活用したりできるようにした。 

 なお、実施協会があらかじめ日程を組んだ、個人で受験する TOEIC 公開テストという試験区分があり、

本学では大学生協で希望学生からの受験申込手続を行っている。これは、IP テストと異なり、公式認定

証の発行が可能なため、主に学生のキャリア対策のために利用されている。 

 

〇TOEIC 平均点と受験者数 

入学年

度 

2025（R7） 2024（R6） 2023（R5） 2022（R4） 2021（R3） 2020（R2） 

1 年次 
354.9 

（285） 

343.8 

（302） 

340.9 

（289） 

350.3 

（303） 

355.1 

（288） 

333.2 

（256） 

3 年次 ― ― ― 
387.7 

（201） 

370.5 

（204） 

373.9 

（183） 

※（）内は受験者数 

 

〇受験結果分析 

 2023 年度入学生の入学時平均は、おおよそ 340 点であり、3 年次の平均は約 373 点で 3年次の方が 30

点ほど高い結果となった。受験者数に着目すると 3 年生は 1 年生に比べ受験者数が減少するものの対象

者の約 70％は受験しているため、在学中の語学力向上を確認する上では有効なデータとなっている。 

自己評価 

大学主体による TOEIC-IP テストを 1 年生全員（2019（R1）年度より開始）と３年生全員（2022（R4）

年度より開始）に受験させる体制を整えたことで、本学の英語教育の効果検証に活用することが可能に

なった。今後も、データの積上げによるスコアの経年分析等を行いながら、学生の語学力育成のために

引き続き TOEIC テストを活用していく。なお、3 年生については、実習などで参加できない学生も多い

ため、より適切な実施時期やデータの活用方法についても検討を進める必要がある。 

関連資料 
前橋工科大学基礎教育センター規程 
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タイトル

（No.2） 
教員の教育力向上のための取組 

分析の背景 

 教員の教育力の向上を目的とした研修等の取組については、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）

委員会にて検討を行っている。 

教員相互の授業参観及び授業改善アンケートについては、毎年度検証を行い、実施方法や実施期間等を随

時見直し、教員の教育力を向上させるために継続して取り組んでいる。 

分析の内容 

≪教員相互の授業参観≫ 

〇これまでの取組 

2021(R3)年度  ・前期の遠隔授業期間に参観期間を設定し、遠隔授業の質の向上という観点で実施 

2024(R6)年度  ・前期は 6 月上旬から 7 月下旬、後期は 1月上旬から 1 月下旬に実施 

2025(R7)年度 ・6 月中旬から前期後期を通して 1 回以上（可能な限り前期後期各 1 回ずつ）実施 

〇延べ参加教員数の推移 ※2020(R2)年度前期は新型コロナの影響で未実施 ※2025(R7)は前期後期合計 

2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 

70 人 71 人 34 人 85 人 106 人 82 人 104 人 45 人 

〇教員参加率の推移 ※2020(R2)年度前期は新型コロナの影響で未実施 ※2025(R7)は前期後期合計 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

前期 40％ 54％ 未実施 55％ 76％ 76％ 79% 
63% 

後期 61％ 52％ 46％ 67％ 60％ 46％ 74% 

〇分析 

 2019(H31)年度から常勤教員の講義科目だけでなく、実験・実習科目や非常勤講師の授業にも対象を拡大

する等の取組を行った。新型コロナ感染拡大の影響により 2020(令和 2)年度前期は実施ができなかったが、

2021(R3)以降の取り組みにより年々向上していた。2025(R7)年度は前期・後期通して１人１回必ず参加する

形式に変更したが、前年度比で減少してしまった。実施方法を改めて見直し、参加率向上を目指したい。 

≪授業改善アンケート≫ 

〇これまでの取組 

2017(H29)年度 ・趣旨を明確化するため、授業評価アンケートを授業改善アンケートと名称変更 

2019(R1)年度  ・結果集計作業の効率化を図るため、学生情報システムの機能を活用した方法に見直し 

2023(R4)年度   ・集計方法を回答率から回答数（延べ数）へ変更、後期からは 1 人１件に変更 

2025(R7)年度  ・学生からの意見を当該学期の授業に反映させるため、後期から期間内に 2 度実施に変更 

〇授業改善アンケート回答率の推移 ※学生情報システム機能を活用前の集計データなし 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

前期 － 52％ 48％ 40％ 329 名 28％ 32% 

後期 52.％ 49％ 45％ 28％ 88 名 24％ 29% 

※2023(R3)年度のみ集計方法が異なるため、人数単位で表記 

〇分析 

 2025(R7)年度は、前年と比較して多くの回答を得ることができた。前期は 93.2%、後期は 85.6%の授業で

1 件以上の回答があり、多くの授業でアンケートを実施することができているが、学生の回答率は 30%に留

まっている。周知をより徹底し、回答率を向上させる取り組みを模索したい。 

自己評価 

 教員相互の授業参観及び授業改善アンケートについては、教員の教育力向上のための取組として重要な役

割を果たしていると考えているが、参加率や回答率の更なる向上、教員がより主体的に関わるための仕組み

づくりや、数多くの具体的な授業改善の実現に向けて、引き続き組織的に取り組んでいく必要がある。 

 ファカルティ・ディベロップメント委員会が実施主体であるが、年度計画に位置付けることで、第三者委

員会である前橋市公立大学法人評価委員会から業務実績に関する評価を受け、改善につなげている。さらに

教育力向上を評価するための様々な指標について議論している。 

 

関連資料 前橋工科大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程      
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タイトル

（No.3） 
自己理解を深めるためのアセスメントテストの実施 

分析の背景 

前橋工科大学学生生活実態調査の結果によると、多くの学生が何らかの悩みを抱えており、その悩み

が学業や日常生活に影響を及ぼしていると考えられる。そこで、自己理解を深めると同時に自己改善の

視点を得るためアセスメントテストを実施している。特に、卒業後の進路を決めていく時期において学

生自身が自らを見つめ直す機会とするため、キャリアセンターが担当している。 

分析の内容 

〇取組の概要 

・アセスメントテスト「ＰＲＯＧ」を活用し、リテラシー（知識を基にした能力）とコンピテンシー（経

験を基にした行動特性）の両面から、社会で求められる汎用的な能力・態度・志向などを測定している。 

・このテストは、2018（平成 30）年度から学部３年生を対象に実施している。また、2024（令和 6）年

度からは学部１年生も対象とし、２年後に再受験することで自己の成長度を測れるように実施してい

る。 

〇受験状況 

 学生数 受験者数 受験率 実施方法 

2020（令和２）年度 ２８３ ２６６ ９４．０％ 2020.5.13～6.16 オンライン 

2021（令和３）年度 ２９８ ２５９ ８６．９％ 2021.5.13～6.9 オンライン 

2022（令和４）年度 ２８７ ２４８ ８６．４％ 2022.5.16～6.20 オンライン 

2023（令和５）年度 ２８５ ２４５ ８５．９％ 2023.5.15～6.30 オンライン 

2024（令和６）年度 ６０８ ５５０ ９０．５％ 2024.5.13～6.21 オンライン 

2025（令和７）年度 ５７２ ５５８ ９７．６％ 2025.5.26～7.23 オンライン 

 

〇受験後の活用状況 

受験後は、「ＰＲＯＧ」実施業者による解説会及び報告会を実施している。 

解説会：学生を対象に、各個人の結果の見方や今後への活かし方を指導している。 

報告会：教員を対象に、全体的な結果から他大学との比較、学生指導への活かし方などを指導している。 

〇受験結果の分析 

受験結果の分析により本学学生の強みと弱み（課題）が可視化されている。 

学生の強みについて、学部１年生は成長に資する行動を継続する力があり、学部３年生は自身の能力・

行動に適度に楽観的な態度をとり、主体的に行動する力があると分析されている。一方、学部１年生は

課題解決のための筋道を主体的に検討し、実践に移していく姿勢が、学部３年生は親しみやすさ、気配

りが弱いという傾向が出ている。 

〇今後の課題と対策 

１年生は「主体的行動」が課題である一方、３年生は「主体的行動」や「自己効力感」が強みになっ

ているため、２学年が交流できる機会を提供することにより、本学への帰属意識や対人基礎力の伸長を

目指す工夫が必要であると考える。 

自己評価 

実施年度によって多少の差異はあるが、おおむね同様の結果を示している。アセスメントテストの結

果については、各教育プログラムでの個人面談等における資料としても活用できるように UNIPA（学

生情報システム）で閲覧可能とした。 

 学生を対象とした解説会では、学生生活における意識向上のための機運を高めることができた。また、

教員を対象とした報告会では、教科指導等における改善に向けたヒントが与えられたと考える。 

関連資料 
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タイトル

（No.4） 
修学継続支援のための修学状況調査 

分析の背景 

学生は、長期休業明けに精神的に不安定となる傾向があり、それに伴い、保健室等での面談件数も増

える。本学では、そうした学生を早期に発見し、適切な支援を行う必要があると考えている。 

成績不振につながる要因として、授業欠席が多くなることが初期段階として現れると考え、修学状況

からの支援という観点から、この調査では、授業への欠席の多い学生を早期に発見し、その理由を把握

した上で、面談等による適切な支援・指導を行うことにより、学生の修学の継続を支援することを目的

として、2019（令和元）年度後期から実施することとした。 

分析の内容 

〇取組の概要 

修学状況調査は、学生委員会所管の業務として実施している。 

欠席が多くなる学生は、学業不振だけではなく、別の理由も存在すると考えられる。 

調査期間は、2025（令和７）年度においては、迅速に学生の出席状況を把握するため、年度初めと夏

休み明けに全科目を調査対象としたうえで期間を２週間とし、下記のとおり調査を実施した。 

・前期：2025（令和７）年４月２４日から５月９日まで 

・後期：2025（令和７）年１０月６日から１０月１８日まで 

 

〇調査の流れ 

①各学科・学群において学生が履修する全科目の学生の出欠状況を確認する。 

 ②上記の期間において、欠席率が 70％以上の学生を抽出し、各学科・学群において面談を実施する。 

 ③必要に応じて、教務委員会、保健室等と連携し、指導等を行う。 

 

〇実施状況及び調査結果の分析 

修学状況調査開始から、毎年、前期と後期のそれぞれの履修登録が完了した後に各１回調査を実施し

ている。2022（令和４）年度後期より調査方法を一部変更したが、調査の結果、全学部学生のうち 70 人

程度が注意対象者として抽出されている。面談支援実施後の調査では、出席につながるケースも多くな

っており、注意対象者の多くは成績不振者にも該当することから、授業に参加できないことと、成績不

振に何らかの相関があると考えられ、いずれが先行する原因であるかなど、精査しながら有効な学生支

援の方法を模索している。 

 

〇調査結果に基づく対策 

注意対象者についてはできる限り面談を行い、理由の把握に努め、教員、保健室、事務局が連携し、

学生と大学の接続を切らないように留意しつつ、授業参加に向けた促しを行っている。 

 

 

 

 

 

自己評価 

不登校となる原因は様々あると思われるが、不登校となった状態に気付かず放置する期間が長期化す

るほど、学生の修学に与える影響はより深刻化する。対象学生を早期に発見するため、全履修科目の出

席状況を調査し、その理由を探り個別に対応を図ることは、学生を取りこぼさないための仕組みとして

有用である。 

今後も継続して調査し、聴き取った欠席理由の収集と分析、その後の追跡調査等から、より有効な予

防措置を考えていくことが課題である。 

関連資料 
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タイトル

（No.5） 
教員人事評価の実施 

分析の背

景 

教員人事評価は、教員が自ら主体となって職務遂行及び能力開発を図るための指標にするとともに、

その能力の育成及び活用並びに勤務意欲の向上等に資するための情報を得ることを目的として、2014（平

成 26）年度から教員人事評価規程に基づいて継続的に行っている。2022（令和 4）年度から、「教育」「研

究」「社会貢献」などの個別の分野に重点的に取り組むスペシャリストも適切に評価する仕組みに見直

し、自己の到達度等を把握することにより、教育・研究活動の改善に結び付けている。 

分析の内

容 

〇教員人事評価制度の仕組み 

(1)基本的な仕組み 

教員人事評価制度は、教員がその職務を遂行するに当たり、挙げた業績及び発揮した能力を把握して

行われるものであり、「教育」、「研究」又は「社会貢献」の中から最低１分野について、被評価者が目標

設定をしたものに対して評価を行う「業績評価」及び「大学運営に対する貢献評価」の２つを合わせて

総合的に評価する。 

(2)信頼性の向上を図る仕組み 

教員人事評価制度は、人事管理の基礎となるものであり、公正で透明性の高いものとして、制度に対

する信頼感が必要であることから、次のような仕組みになっている。 

ア 「教育」、「研究」又は「社会貢献」の個別の分野を重点的に評価する業績評価の制度設計、イ大学

運営に対する貢献度を評価する制度設計、ウ 被評価者と評価者との期首面談の実施（評価者との合議に

よる目標設定）、エ 管理職による１次評価の実施、オ 評価委員会による評価の調整、カ 学長による最

終評価 

〇教員人事評価結果の推移及び分析 

年度 
対象者 

(人） 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

2022(R4) 68 0 1 67 0 0 

2023(R5) 63 0 2 61 0 0 

2024(R6) 67 0 3 60 0 0 

2025(R7) 65 0 7 58 0 0 

 評価結果の推移を分析すると、制度改正後初年度の 2022(令和 4)年度から毎年Ｂ評価が増加している。

人事評価の実施が職員のモチベーションや目標作りに効果が出ていると考えられる。2025（令和 7）年

度においても目標の良好達成が多く、期待を下回る評価者は０名であった。 

〇処遇への反映 

 教員人事評価の結果について、Ｄ評価やＥ評価を受けた場合に勤勉手当を減額する運用を 2018（平成

30）年度から行っているが、2019(令和元)年度以降は該当者なしとなっている。また、教員人事評価で

高い評価を受け、顕著な活動実績を有する教員に対し、勤務意欲の向上に資することを目的として、前

橋工科大学教員活動表彰要綱に基づき、2021（令和 3）年度から表彰を行っている。 

自己評価 

教員人事評価は、教員がその職務を遂行するに当たり、挙げた業績及び発揮した能力を把握して行わ

れるものであり、「教育」、「研究」又は「社会貢献」の中から最低１分野について、被評価者が目標設定

をしたものに対して評価を行う「業績評価」及び「大学運営に対する貢献評価」の２つを合わせて総合

的に評価する仕組みとなっている。本制度は、組織における人材育成の重要性に鑑み、併せて構成員相

互の理解の確保と信頼関係が法人の発展にとって不可欠であることを認識し、教員が自ら主体となって

職務遂行及び能力開発を図るための指標とするとともに、その能力の育成及び活用並びに勤務意欲の向

上等に資するための情報を得ることを目的としている。 

関連資料 公立大学法人前橋工科大学教員人事評価規程、人事評価に係る教員表彰要綱、教員自己評価シート   

41



 

 

  

42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ「基準３ 特色ある教育研究の進展」に関する点検評価資料 
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１）特色ある教育研究の状況 
本学は、大学の理念を「自然と人との共生ならびに持続

可能な循環型社会の構築に貢献する知的基盤の創造を推

進することによって、文化的で健康な市民生活の実現に寄

与し、地域と社会の発展と福祉に貢献する工学を追求す

る。」と定め、大学の目的である「工学が市民生活と密接に

関連した学問分野であることを踏まえた教育・研究を推進

する」、「２１世紀の人類が直面する様々な課題の解決に取

り組み、その成果を地域と社会に還元し、社会の発展と福

祉に貢献する」ことに努めている。また、大学の目標であ

る「知の融合と集積を図り、これを継承・伝承して人間性

および創造性豊かな技術者」の育成に努めるとともに、「市

民生活を豊かにする研究を展開して、活気に満ちた地域社

会構築の一翼を担う知的創造拠点」としての役割を果たす

大学として発展するよう努めている。 

また、大学として、入学者受入れの方針（アドミッショ

ン・ポリシー：AP）、教育課程編成・実施の方針（カリキュ

ラム・ポリシー：CP）、卒業認定・学位授与の方針（ディプ

ロマ・ポリシー：DP）の３ポリシーを定めており、多様な

特色を持つ２学群では、これらのポリシーに従い、学群の

理念を実現するため、更に学群ごとに３つのポリシーを定

めている。 

ここでは、本学の特色ある教育研究の取組が、大学の理

念や目的、目標、３ポリシーと関連し、その進展に寄与し

ていることを示すため、３つの事例を取り上げて紹介す

る。 
 

No.1 土に学ぶ教育 

大学の理念に定める「自然と人との共生ならびに持続可

能な循環型社会の構築に貢献する知的基盤の創造を推進

する」こと、更には CP に定めた「工学教育を特徴づける実

験・実習・演習をとおして、課題の解決に必要な知識と方

法を修得させる」ことと関連した取組であり、アイデアの

抽出、グループでの案の検討と確定、図面・模型の作成を

とおして、構築物を具現化するプロセスを体験し、建築創 

造の感覚を養う、本学建築学科の志向を象徴する演習授業

として、2016（平成 28）年日本建築家協会関東甲信越支部

大会環境委員会賞、2021（令和 3）年日本建築学会教育賞

を受賞した。 
 

No.2 公募型共同研究事業 

研究テーマの公募し、企業等と協働し研究を進める中

で、研究・技術シーズの発掘及び事業化を目指す取組みで

ある。企業の負担額と同額の研究費（上限１００万円）を

本学が負担することで申請しやすく、また、研究実施にあ

たっては、複数の教員が参加することを要件としているた

め、従来の共同研究と比較し、横断的な取組みとなってい

る。 
 

No.3 地域活性化研究事業 

大学の理念に定める「地域と社会の発展と福祉に貢献す

る工学を追求する」ことと関連した取組であり、大学が地

域に根ざし、地域とともに成長する関係を実現するため、

学外の企業・団体等から地域活性化課題を本学の研究テー

マとして募集し、本学教員が課題提案者とともに調査研究

を行い、地域活性化に貢献する事業である。 

 
 
 

２）特色ある教育研究の取組（目次） 
No. タイトル ページ数 

１ 土に学ぶ教育－今甦る、版築～実践的建築教育の試み～ 45 

２ 公募型共同研究事業 46 

３ 地域活性化研究事業 47 
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３）特色ある教育研究の取組      
タイトル

（No.1） 
土に学ぶ教育－今甦る、版築～実践的建築教育の試み～ 

取組の概要 

建築学科では教育カリキュラムで「自己表現力を身に付ける」と位置付けている 2 年生を対象に「土

に学ぶ教育」と題して、日本建築の主素材でもあり、実際に触れて、手で考え身体を動かして作業を行

う「土／版築」をテーマに設定した実践的な建築教育を 2012（平成 24）年から実施してきた。この科目

「建築設計ワークショップ」は、アイデアの抽出、グループでの案の検討と確定、図面・模型の作成を

とおして、構築物を具現化するプロセスの体験こそ、建築創造の感覚を養う、本学建築学科の志向を象

徴する演習授業である。 

取組の成果 

学生は、実際に構築物を作ろうとすると、設計図だけを製作する課題のように自分の描きたいように

設計図を製作しても、それをどう実現していくのか、というところで難問にぶつかった。現地で鋼製型

枠を用いて地面に形状を作っても、鋼材では曲面は作れないこと、ジョイント金物もないため、任意の

角度で曲げる形状も容易ではない。与えられた条件の中でも可能なことを見出しつつ、自分の実現した

いもの、実現できるものを検討していくようになっていった。 

(1)学生からのレポート及びアンケート例 

「基礎工事から自分たちでやった。業者に頼めばすぐに綺麗に仕上がるが、自分たちでやることで作業の

大変さや基礎がのちのちにもたらす重要さなども知った。実際、建築物を最初から作ることで、作業の工

程やなぜこう作らないといけないのかという意味を知ることができた。」≪2016（平成 28）年度受講生≫ 

⇒検証：建築業界でも分業制が進み、ともすれば、自分の担当しているところ以外については、なんと

なく知っている程度になってしまう。しかし、WS では、全ての作業を実施するようにし、またそれを手

作業で行うことで、どういったところに難しさがあるのか、また指示する側としてではなく、指示され

る側としてどう建築に携わっていくのかをホリスティックに学ぶことができる良い機会になったと考

えられる。 

(2)外部からの評価 

2016（平成 28）年 6 月に開催された日本建築家協会（JIA）関 

東甲信越支部大会にて、環境委員会賞として表彰された。 

審査委員からは次の評価を得た。 

「土や砂をふるいにかけて粒度分布を作図し配合を決める 

こと、強度実験を行うこと、熱電対を埋め込んで温熱環境 

を測定すること、材料を生産し、廃棄するまでのライフサイクル評価を行うことなどをとおして、建築を多

角的に学ぶ機会を与えた。加えて自然素材の良さをムードとしてではなく、定量的に把握することにも、大

きな価値がある。」 

⇒検証：学生が試行錯誤しながら材料を決定すること、また定量的に素材の良さを感じることを評価さ

れた。加えて、廃棄に関する問題等、業界が抱える課題について対応していることについても、高く評

価され、テーマ設定の背景や教育の狙いについて十分に評価されていると考えられる。 

自己評価 

学生からのレポート及びアンケートの結果、外部からの評価等からは、テーマ設定の背景や教育の狙

いについては十分に成果があったものと考えられる。建築業界で求められる「多様性」に応える人材を

育成していくためにも、前橋以外の土や土以外の材料をテーマに WS を実施していく必要がある。版築

壁の安定した品質については、打設の程度、水分量など繊細なこともあり、試行錯誤が続いている。年

度によっては、クラック（ひび）が入ってくることもあり、誰が作業しても一定の質が得られるような

施工方法を確立することは、今後の課題である。また、より実務に近付けるためにも、公共の場として

必要なものを学生自らが考え提案することも必要である。選択科目の１つとして WS を実施しているが、

4 年間の教育カリキュラムの中の１つの科目でしかない。形式知と暗黙知をバランス良く取り入れてい

ることが重要であり、他科目とバランスを取りつつ、今まで以上に実践的な大学教育の充実を検討して

いきたい。 

関連資料 

2021（令和 3）年日本建築学会教育賞(教育貢献) プレゼンテーション 受賞結果 

日本建築家協会（JIA）地域に根差す建築作品・活動カタログ 2016 環境委員会賞 ここにあるタカラ

もの改訂版 5    
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タイトル

（No.2） 
公募型共同研究事業 

取組の概要 

研究テーマの公募し、企業等と協働し研究を進める中で、研究・技術シーズの発掘及び事業化を目指す取組

み。企業の負担額と同額の研究費（上限１００万円）を本学が負担している。研究実施にあたっては、複数の

教員が参加することを要件としているため、従来の共同研究と比較し、横断的な取組みとなっている。 

取組の成果 

 この事業は、2023（令和 5）年度から実施している。令和 7 年度は、7 件の申請があり、6 件を採択した。 

〇2025（令和 7）年度分 

No 課題名 提案者 申請額 

（万円） 

担当教員  

①  
前橋南地区産業スマートシティ構想

に関する実践的研究 
株式会社ヤマト 100 

森田哲夫教授  

辛島一樹准教授 

②  

リモートセンシングと AI 画像処理を

融合した無散水消雪施設の点検手法

の確立～地元企業による地域に必要

な技術開発・社会実装への挑戦～ 

アコン測量設計株式会社 50 
宮川睦巳准教授 

森田哲夫教授 

③  
搬送ストレッチャー用アシストロボ

ット 
株式会社ミクニ 100 

李沛譲助教 

小田垣雅人准教授 

④  

太田駅周辺地区・金山アクセスルート

のバリアフリー化と安全性・安心感の

向上 

株式会社ＳＵＢＡＲＵ 100 
森田哲夫教授 

中島修講師 

⑤  

シルバー向け木琴のプロダクトデザ

イン設計・開発および木琴音楽療法を

通じた脳機能性評価 

有限会社三山楽器 50 
江本聞夫教授 

首藤文洋教授 

⑥  標準型スマートポールの開発 ヨシモトポール株式会社 100 

辛島一樹准教授 

三田村輝章教授 

松本浩樹教授 

〈審査方法等について〉 

本事業の最終的な決定は、学長が行うが、審査は研究産学連携推進本部運営委員会が行う。当該委員会は、 

副学長、学群長、地域連携推進センター長、事務局長に加え外部委員 2 人により構成されている。 

審査方法については、各委員が個別評価を行い、絶対評価に基づき順位付けを行う。当該個別評価結果に 

基づき、研究産学連携推進本部運営委員会において最終的な審査を行う。 

 

〈研究成果の社会への還元〉 

本事業は、研究産学連携推進本部運営委員会において、中間報告及び最終報告を行い委員からのフィード 

バックを実施している。教員や連携企業からも所感を提供いただき課題感を大学内での共有を図っている。 

そのため、発展的な取り組みを行うことができるため、将来的な特許化等が期待できる。 

 
 

自己評価 

2023（令和 5）年度分に設置された 2 つの研究センター「ソーシャルデザイン研究センター」、「バイオサイ

エンス研究センター」が実施する事業である。本学の研究費を投資し、複数の教員が横断的に、企業と伴に取

り組むため、新たなイノベーションの創出を期待することができる。 

関連資料  
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タイトル

（No.3） 
地域活性化研究事業 

取組の概要 

前橋工科大学が地域に根ざし、地域とともに成長する関係を実現するため、学外の企業・団体等から

地域活性化課題を本学の研究テーマとして募集し、本学教員が課題提案者とともに調査研究を行い、地

域活性化に貢献することを目的として実施している。 

取組の成果 

 

この事業は、2013（平成 25）年度から地域連携推進センターが中心となり実施している。直近の 2

年の採択課題は、次のとおりである。 

〈採択課題〉 

〇2024（令和 6）年度（申請 7 件、採択 3 件） 

課題提案者 研究代表者 研究テーマ 採択金額  

横室歌舞伎衣裳保存

会 

阿部由布子

助教    

地域の文化遺産の保存・継承—

—横室歌舞伎衣裳デジタルア

ーカイブスの作成と活用に関

する研究 

50 万円 

株式会社山梅 
森田哲夫教

授 

植樹計画による金山周辺の課

題解決と地域参加の活性化 
50 万円 

城沼白鳥を守る会 
平川隆一准

教授  

古城沼の水質改善および生態

系再生の検討 
50 万円 

 

〇2025（令和 7）年度（申請 5 件、採択 3 件） 

課題提案者 研究代表者 研究テーマ 採択金額  

群馬ヤクルト販売株

式会社 

小田垣雅人

准教授    

ポールウォーキングを活用し

た地域交流及び地域健康づく

り 

50 万円 

メディカルイノベー

ションネットワーク 

赤間章英 

講師 

巧緻作業時における鼓膜温の

変動が認知負担を示す可能性

に関する脳波を用いた検証 

50 万円 

明星電気株式会社 
平川隆一准

教授  

デジタルカメラ映像の画像解

析による降雨強度推定手法の

検討 

50 万円 

 

〈審査方法等について〉 

本事業の最終的な決定は、学長が行うが、審査は研究産学連携推進本部運営委員会内の研究・知的

財産専門部会が行う。当該部会は、副学長、地域連携推進センター長、事務局長により構成されて

いる。 

審査方法については、各委員が個別評価を行い、絶対評価に基づき順位付けを行う。当該個別評価

結果に基づき、研究・知的財産専門部会において最終的な審査を行い、学長に答申し、決定してい

る。 

 

〈研究成果の還元〉 

 この事業による研究費の配分を受けた教員は、大学が毎年刊行している「前橋工科大学研究紀要」

への論文等の投稿を通して、研究成果を広く社会に還元している。 
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自己評価 

この研究は、群馬県に本部や支店等を有する法人や団体等から提案された地域の課題及びそれを解決

するための研究テーマの提案を募集するものであり、地元地域の活性化に資することができ、更にこの

事業を通じて地域の法人や団体との連携を図ることができている。 

先述した研究紀要への掲載に加え、過去には、研究成果を前橋工科大学ブックレット（上毛新聞社発

行）として発刊した研究課題もあり、研究成果の社会還元については、広く行うことができている。 

また、提案者の研究費持ち出しがないため、申請の敷居が低いため、真に地域貢献に資する提案を募

集することができるため、提案者や教員からも一定の評価を受けている。 

以上のことから、この事業の実施によって、地域社会における課題解決や企業等との協働に資するこ

とができている。 

関連資料 
公立大学法人前橋工科大学地域活性化研究事業取扱規程 
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認証評価共通基礎データ

◆認証評価共通基礎データ様式についての注意事項

「認証評価共通基礎データ」は、原則として受審年度の５月１日現在のデータとします。
　
本様式は、令和４年10月施行の大学設置基準の経過措置規定により改正前の大学設置基準等に基づき

令和８年度申請用に作成していますので、令和８年５月１日が作成基準日です。
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育
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［注］
１　学部・学科、大学院研究科・専攻、別科・専攻科、研究所等ごとに記載してください（通信教育課程を含む）。
２　教育研究組織の欄に、学部等連携課程（大学設置基準第41条）を記載する場合には、「学士課程」欄の「学部・学科等の名称」に
　　そのことがわかるよう記載するとともに、備考欄に、①連携する学部や研究科、②どの学部や研究科から何名の教員が当該課程に
　　所属しているか、を明記してください。
３　教育研究組織の欄に、専門職学科（大学設置基準第10章）を記載する場合には、「学士課程」欄の「学部・学科等の名称」や「備考欄」
　　にそのことがわかるよう記載してください。
４　教養教育科目、外国語科目、保健体育科目、教職科目等を担当する独立の組織や、附置研究所、附属病院等がある場合には、
　　「別科・専攻科等」の欄に記載してください。
５　所在地について、２以上の校地において行う場合で当該校地にキャンパス名称があれば、当該所在地の後に「○○キャンパス」
　　と記載してください。
６　教育研究実施組織の欄には、教育研究組織の欄で記載した組織単位で基幹教員及び基幹教員以外の教員の数を記入してください。 
　　その際、専門職学科等を設置していない場合は「学士課程」、専門職学科等を設置している場合は「学士課程（専門職学科等含む）」の欄を
　　使用してください。
７　基幹教員の数値は下記区分に基づき記載してください。

ａ．専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目を担当するもの
ｂ．専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当するもの（ａに該当する者を除く）
ｃ．専ら当該大学の教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当するもの（ａ又はｂに該当する者を除く）
ｄ．専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し、かつ専ら当該大学の複数の学部等で
　　教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当するもの（ａ、ｂ又はcに該当する者を除く）

８  上記４に記載した、学部教育を担当する独立の組織がある場合には､組織名は、「学部・学科等の名称」の欄に「その他の組織等（○○）」と
　　記載し、基幹教員及び基幹教員以外の教員の数を記載してください。なお、その場合は、「基準数（及び「うち教授数」）」の欄は 
　　「―」としてください。
９　教育研究実施組織の欄に、学部等連携課程（大学設置基準第41条）に関する記載をする際には、「学士課程」又は「学士課程（専門職学科等含む）」の
　　「備考欄」に学部等連携課程としての基幹教員数や所属組織等を記入してください。
10　基幹教員数の記入に際しては、休職、サバティカル制度等により一時的に大学を離れている場合は基幹教員に算入しないでください。
　　また、大学設置基準第９条における「授業を担当しない教員」についても含めないでください。
11　基幹教員、研究指導教員及び研究指導補助教員の基準数については、それぞれ以下に定める教員数を記載してください。

 ・大学設置基準第10条別表第一及び別表第二（備考に規定する事項を含む。)
 ・大学通信教育設置基準第８条別表第一（備考に規定する事項を含む。)
 ・大学院設置基準第９条の規定に基づく「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」（平成11年文部省告示第175号）
　 別表第一、別表第二及び別表第三（備考に規定する事項を含む。)
 ・「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」（平成15年文部科学省告示第53号）第１条及び第２条

12　「学士課程（専門職学科等含む）」のうち、「うち実務家基幹教員数」の欄については、大学設置基準第42条の３に定める
　　実務の経験及び高度の実務の能力を有する基幹教員（実務家基幹教員）の教員数、「うちみなし基幹教員数」の欄については、１年につき
　　６単位以上の授業科目を担当し、教育課程の編成その他組織の運営に責任を担う基幹教員以外の者（みなし基幹教員）の教員数を記入してください。　
13　「専門職学位課程」のうち、「うち実務家専任教員数」の欄については、「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」
　　（平成15年文部科学省告示第53号）第２条に定める実務の経験及び高度の実務の能力を有する専任教員（実務家専任教員）の教員数、
　　「うちみなし専任教員数」の欄については、１年につき４単位以上の授業科目を担当し、教育課程の編成その他組織の運営に責任を担う
　　専任教員以外の者（みなし専任教員）の教員数を記入してください。
14 「学士課程（専門職学科等含む）」のうち、「○○学部○○専門職学科」以外の学科・課程においては、「うち実務家基幹教員数」、

「うち２項該当数」、「うちみなし基幹教員数」の欄は「－」としてください。
15　「学士課程」のうち、薬学関係（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの）の学部・学科及び教員養成に関する学部等については、
　　「基幹教員」欄に記入した基幹教員のうちの実務家基幹教員の数を「備考欄」に記入してください。
　　実務家基幹教員中にみなし基幹教員がいる場合は、さらにその内数を実務家基幹教員の数に（　）で添えて記入してください。
　　なお、ここにいう「実務家基幹教員」及び「みなし基幹教員」については、それぞれ「大学設置基準別表第一イ備考第九号の規定に基づき
　　薬学関係（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る専任教員について定める件」
　　（平成16年文部科学省告示第175号）及び「大学設置基準別表第一イ（1）備考第十一号の規定に基づき、
　　教員養成に関する学部に係る基幹教員について定める件」（令和5年文部科学省告示第49号）第１項及び同第２項に定める教員を指します。
16　大学設置基準第57条に定める教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例を受けている場合には、
　　特例を受けた学部・学科・課程等の「備考欄」に特例の内容を簡潔に記載してください。
17　「校舎敷地面積」、「運動場用地」の欄は、大学設置基準上算入できるものを含めてください。
18　寄宿舎その他大学の附属病院以外の附属施設（大学設置基準第39条第１項を参照）用地、附置研究所用地、駐車場、大学生協用地など
　　大学設置基準上「校地」に算入できない面積は「校地等」の「その他」の欄に記入してください。
19　「校舎面積計」の欄は、学校基本調査の学校施設調査票（様式第20号）における学校建物の用途別面積の「校舎」の面積の合計としてください。
20　校地面積、校舎面積の「専用」の欄には、当該大学が専用で使用する面積を記入してください。「共用」の欄には、当該大学が
　　他の学校等と共用する面積を記入してください。「共用する他の学校等の専用」の欄には、当該大学の敷地を共用する他の学校等が
　　専用で使用する敷地面積を記入してください。
21　「基準面積」の欄は、大学設置基準第37条における「大学における校地」の面積（附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。）
　　または大学通信教育設置基準第９条の校舎等の施設の面積としてください。
22　「教員研究室」の欄は、基幹教員数に算入していない教員の研究室は記入する必要はありません。
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学
部
名

学
科
名

項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
入学定員に対
する平均比率

志願者数 529 614 668 576 661
合格者数 181 188 193 180 181
入学者数 151 152 146 142 138
入学定員 132 132 132 132 132

入学定員充足率 114% 115% 111% 108% 105%
在籍学生数 151 299 443 581 594
収容定員 534 534 534 534 534

収容定員充足率 28% 56% 83% 109% 111%
志願者数 487 727 727 526 668
合格者数 201 198 219 174 196
入学者数 157 139 161 147 148
入学定員 132 132 132 132 132

入学定員充足率 119% 105% 122% 111% 112%
在籍学生数 157 295 453 594 610
収容定員 534 534 534 534 534

収容定員充足率 29% 55% 85% 111% 114%
志願者数

合格者数

入学者数
入学定員

入学定員充足率

在籍学生数 3
収容定員

収容定員充足率

志願者数

合格者数

入学者数

入学定員

入学定員充足率

在籍学生数 1
収容定員

収容定員充足率

志願者数

合格者数

入学者数

入学定員

入学定員充足率

在籍学生数 6
収容定員

収容定員充足率

志願者数

合格者数

入学者数

入学定員

入学定員充足率

在籍学生数 2
収容定員

収容定員充足率

志願者数

合格者数

入学者数

入学定員

入学定員充足率

在籍学生数 0
収容定員

収容定員充足率
志願者数
合格者数
入学者数
入学定員

入学定員充足率
在籍学生数 2
収容定員

収容定員充足率

志願者数 1,016 1,341 1,395 1,102 1,329
合格者数 382 386 412 354 377
入学者数 308 291 307 289 286
入学定員 264 264 264 264 264

入学定員充足率 117% 110% 116% 109% 108%
在籍学生数 308 594 896 1,175 1,218
収容定員 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068

収容定員充足率 29% 56% 84% 110% 114%
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報
・
生
命
工
学
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社
会
環
境
工
学
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建
築
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報
学
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シ
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生
体
工
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2022年度募集停止
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生
物
工
学
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総
合
デ
ザ
イ
ン

工
学
科

2022年度募集停止

#DIV/0!

学　部　合　計 112%

認証評価共通基礎データ様式【改正後基準】【大学（専門職大学含む）用】様式２（令和8年５月１日現在）
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研
究
科
名

専
攻
名

項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
入学定員に対
する平均比率

志願者数 78
合格者数 78
入学者数 74
入学定員 50

入学定員充足率 148%
在籍学生数 74
収容定員 108

収容定員充足率 69%
志願者数 8 9 14 13
合格者数 8 9 14 13
入学者数 6 9 12 13
入学定員 10 10 10 10

入学定員充足率 60% 90% 120% 130%
在籍学生数 17 17 23 25 14
収容定員 20 20 20 20

収容定員充足率 85% 85% 115% 125%
志願者数 19 20 20 16
合格者数 16 13 17 14
入学者数 12 13 16 14
入学定員 12 12 12 12

入学定員充足率 100% 108% 133% 117%
在籍学生数 26 25 30 30 14
収容定員 24 24 24 24

収容定員充足率 108% 104% 125% 125%
志願者数 6 9 14 7
合格者数 6 9 14 7
入学者数 6 9 13 7
入学定員 10 10 10 10

入学定員充足率 60% 90% 130% 70%
在籍学生数 16 16 22 20 8
収容定員 20 20 20 20

収容定員充足率 80% 80% 110% 100%
志願者数 21 25 24 8
合格者数 20 25 24 8
入学者数 18 24 23 8
入学定員 10 10 10 10

入学定員充足率 180% 240% 230% 80%
在籍学生数 42 44 48 32 9
収容定員 20 20 20 20

収容定員充足率 210% 220% 240% 160%
志願者数 8 17 10 11
合格者数 8 17 10 11
入学者数 8 16 10 11
入学定員 6 6 6 6

入学定員充足率 133% 267% 167% 183%
在籍学生数 17 24 26 21 11
収容定員 12 12 12 12

収容定員充足率 142% 200% 217% 175%
志願者数 2 2 4 3 3
合格者数 2 2 4 3 3
入学者数 2 2 4 3 3
入学定員 4 4 4 4 4

入学定員充足率 50% 50% 100% 75% 75%
在籍学生数 15 13 13 15 11
収容定員 12 12 12 12 12

収容定員充足率 125% 108% 108% 125% 92%

志願者数 64 82 86 58 81
合格者数 60 75 83 56 81
入学者数 52 73 78 56 77
入学定員 52 52 52 52 54

入学定員充足率 100% 140% 150% 108% 143%
在籍学生数 133 139 162 143 141
収容定員 108 108 108 108 120

収容定員充足率 123% 129% 150% 132% 118%

＜編入学＞
学
部
名

学
科
名

項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

入学者数（３年次） - - 2 1 1
入学定員（３年次） - - 3 3 3
入学者数（３年次） - - 0 0 1
入学定員（３年次） - - 3 3 3
入学者数（２年次） 0 - - - -
入学定員（２年次） 1 - - - -
入学者数（３年次） 0 1 - - -
入学定員（３年次） 1 1 - - -
入学者数（４年次） - - - - -
入学定員（４年次） - - - - -

入学者数（２年次） 0 0 - - -
入学定員（２年次） 1 0 - - -
入学者数（３年次） 0 1 0 1 2
入学定員（３年次） 1 1 0 6 6
入学者数（４年次） - - - - -
入学定員（４年次） - - - - -

［注］
１　学生を募集している学部・学科（課程）、研究科・専攻、専攻科・別科等ごとに行を追加して作成してください。
　　なお、学部・学科等を追加する場合は、直下に追加しないと集計値がずれてしまうので、注意して下さい。
２　昼夜開講制をとっている学部については、昼間主コースと夜間主コースにそれぞれ分けて記入してください。
３　学部、学科の改組等により、新旧の学部、学科が併存している場合には、新旧両方を併記し、「備考」に記載してください。
４　学部・学科、研究科・専攻等が完成年度に達していない場合、その旨を備考に記載してください。
５　募集定員が若干名の場合は、「0」と記載し、入学者数については実入学者数を記載してください。
６　入学定員充足率は、入学定員に対する入学者の割合、収容定員充足率は、収容定員に対する在籍学生数の割合としてください。
７　入学定員に対する平均比率は、過去５年分の入学定員に対する入学者の比率を平均したものが自動計算されます。
８　最新年度の秋入学については別途確認します。
９　編入学の定員を設定している場合、上の表（<編入学>の表ではない方）の入学定員には、編入学の定員を加えないでください。
10　博士前期課程を看護課程として、博士後期課程を医学課程としている博士課程については、博士前期課程と博士後期課程にそれぞれ
　　分けて記入してください。
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